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はじめに

 

（ ）地域学部の設置目的

本学部は，生活の質の向上とその基礎である地域の持続可能な発展を目指して，地域の特性と諸課題を的

確に捉え探究する知識，思考力，地域の課題解決に参画する社会的実践力を有する人材を養成することを目

的として設置されている。この目的を果たすため，地域創造コース，人間形成コース，国際地域文化コース

の コースと，芸術文化センター，子どもの発達・学習研究センターの センターを設置し，教育，研究，

社会貢献にあたっている。各コースの設置目的は以下のとおりである。（「地域学部規則」参照）

【地域創造コース】地域の現在及び将来の課題の解決に向けて、さまざまな主体との協働による地域の

振興・活性化の方法、将来の望ましい地域のあり方を学び、積極的かつ主体的に取り組む地域創造に

資するキーパーソンとなりうる人材を養成する。

【人間形成コース】人間形成に関わる諸理論と実践を学び，学校教育のみならず，生涯にわたる人間

形成の立場から，地域の人づくりを支えるキーパーソンを養成する。

【国際地域文化コース】現代社会の構造と文化的特質，グローバルな文化と芸術文化，地域の生活文

化など，様々な文化の関係性とそれが生活においてもつ意味を理解して，日本を含む世界の様々な地

域で，異質なものを相互に認め合いながら，「一人ひとりの生活と生の充実」 「つながりの創出」を

実現する人材を養成する。

（ ）学位授与方針と教育課程の編成方針

本学部では，その設置目的を実現するために，学士課程教育における つの方針（「卒業認定・学位授与

の方針」，「教育課程編成・実施の方針」，「入学者受け入れの方針」）を定めている。このうち，「卒業

認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）と「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリ

シー）は以下のとおりである。

【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】

地域学部は，学生が地域学部の教育課程を履修し、所定の単位を修得して卒業要件を満たし、次に掲

げる能力を身につけたときに学士（地域学）の学位を授与します。

１ 文化、社会、自然に関する幅広い知識や理解、これを土台とした、地域の公共的課題の探究に関

わる知識・理解、知識獲得のための方法と技能を有している。

２ 論理的思考力、的確な判断力、創造的表現力および地域の諸課題を探究し解決しようとする態度

を有している。

３ 地域の諸課題に対して幅広い関心・興味・意欲を持ち、主体的・自律的・継続的に学び続けるこ

とができる生涯学習力を有している。

４ 健全な倫理観を有し、豊かなコミュニケーションをもとに他者と協働して地域社会を創造する社

会的実践力を身につけ、地域や社会に貢献できる。
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【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】

地域学部は、学位授与の方針で示す能力を学生が身につけることができるよう、次に掲げる方針のも

と、学科及び各コースにおいて体系的な教育課程を編成し、実施します。

１．教育課程・教育内容

・大学での学習の動機を明確にして、主体的に学習にとりくめるよう、大学入門科目および学部・学

科の専門に関わる入門科目を設けるなど初年次教育を充実します。

・教養豊かな地域学士を養成するため全学共通科目と学部の専門科目をバランスよく提供します。

・地域に生起する公共的課題を解決できる力を形成するため、これを理論的に追究する科目と実践的

に探究する科目、そして両者を統合する科目を設けて、知と実践を融合する教育課程を編成しま

す。

・自律的な生涯学習力を形成するために、各授業で、学び続けることの意義、地域の公共的課題に関

する持続的な興味・関心、学習スキルの形成を目指します。

２．教育方法

・健全な倫理観を有し、他者と協働して、地域の諸問題を実践的に解決できる力を養うために、対話

型・共同参加型の授業の展開に努めるとともに、国内外でのフィールドワークなど活動的学びを積

極的に取り入れます。

３．学修成果の評価

・試験、レポート等に基づき、学修成果の到達度を厳格に評価します。

・学修成果の可視化に努め、教育課程の改善に活かします。

（ ）履修計画

卒業のための条件を満たすためには，この手引きに掲載してある規則及び諸規程を熟読し，これに従っ

て，各自が，自分の履修方法，時間割を自主的に編成しなければならない。

以下では，このために特に参考となる点，及び注意すべき点について解説する。

１ 科目の履修方法

科目の履修方法は「地域学部履修規程」に定めるとおりである。以下にその概要を記述する。

【全学共通科目と専門科目】授業科目は，①全学共通科目と②専門科目に分かれている。

全学共通科目の履修方法は，地域学部の全コース共通となっている（「地域学部履修規程」別表第 ）。

専門科目は各コースで異なった履修科目・方法となっているので所属コースの教育課程表に従って履修

すること（別表第 ）。

全学共通科目の具体的履修方法については『全学共通科目履修案内』を，専門科目についての具体的な

履修方法は本手引きを参照すること。

【他コースの科目履修】本学部の学生は，原則として他コースの授業科目も履修できる。ただしこの場

合，卒業要件の「最低修得単位数」に含められる場合（卒業要件内科目）と，卒業要件に含められない場

合（卒業要件外科目）がある。これに関しては，コース毎に扱いが異なるので注意すること（別表 ，各コ

ースの教育課程表の備考欄を参照のこと）

【資格等に関する科目】専門科目には「資格等に関する科目」（教員免許，学芸員等の科目）が含まれ

ている。この科目についても卒業要件内科目とするかどうか，何単位まで卒業に必要な単位として認める
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【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】

地域学部は、学位授与の方針で示す能力を学生が身につけることができるよう、次に掲げる方針のも

と、学科及び各コースにおいて体系的な教育課程を編成し、実施します。

１．教育課程・教育内容

・大学での学習の動機を明確にして、主体的に学習にとりくめるよう、大学入門科目および学部・学
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する持続的な興味・関心、学習スキルの形成を目指します。

２．教育方法

・健全な倫理観を有し、他者と協働して、地域の諸問題を実践的に解決できる力を養うために、対話

型・共同参加型の授業の展開に努めるとともに、国内外でのフィールドワークなど活動的学びを積

極的に取り入れます。

３．学修成果の評価

・試験、レポート等に基づき、学修成果の到達度を厳格に評価します。

・学修成果の可視化に努め、教育課程の改善に活かします。

（ ）履修計画

卒業のための条件を満たすためには，この手引きに掲載してある規則及び諸規程を熟読し，これに従っ

て，各自が，自分の履修方法，時間割を自主的に編成しなければならない。

以下では，このために特に参考となる点，及び注意すべき点について解説する。

１ 科目の履修方法

科目の履修方法は「地域学部履修規程」に定めるとおりである。以下にその概要を記述する。

【全学共通科目と専門科目】授業科目は，①全学共通科目と②専門科目に分かれている。

全学共通科目の履修方法は，地域学部の全コース共通となっている（「地域学部履修規程」別表第 ）。

専門科目は各コースで異なった履修科目・方法となっているので所属コースの教育課程表に従って履修

すること（別表第 ）。

全学共通科目の具体的履修方法については『全学共通科目履修案内』を，専門科目についての具体的な

履修方法は本手引きを参照すること。

【他コースの科目履修】本学部の学生は，原則として他コースの授業科目も履修できる。ただしこの場

合，卒業要件の「最低修得単位数」に含められる場合（卒業要件内科目）と，卒業要件に含められない場

合（卒業要件外科目）がある。これに関しては，コース毎に扱いが異なるので注意すること（別表 ，各コ

ースの教育課程表の備考欄を参照のこと）

【資格等に関する科目】専門科目には「資格等に関する科目」（教員免許，学芸員等の科目）が含まれ

ている。この科目についても卒業要件内科目とするかどうか，何単位まで卒業に必要な単位として認める

かについてコース毎に扱いが異なるので注意すること（別表第 ，各表の備考欄参照）。

【例外的科目】専門科目中の「地域フィールド演習」，「海外フィールド演習」，「インターンシッ

プ」等については，複数のプログラムから成っており，いずれも集中実施する。履修の仕方については，

別途掲示等でアナウンスする。

【開講年次】各科目には開講年次※が指定してある。必修科目については指定年次に履修すること。選

択科目については指定年次，またはそれ以降の年次で履修すること。指定年次に履修できなかったもの及

び単位が認められなかった科目については，早い時期に履修すること。なお，指定年次に達していない年

次での履修は認められないので注意すること。また， 年次では，卒業研究，就職活動等で多忙となるとい

ったことにも留意して，卒業までの見通しをもった履修計画を立てて履修すること。

【コース毎の規程】 年次以降のゼミ，選修の選択方法について，コース毎に定めている場合がある。

コース毎に，必要に応じてガイダンスを行うので指示に従うこと。

【時間割と授業計画表，シラバス，集中講義】教員の異動等に伴って，やむを得ず履修規程の別表どお

りに授業が行われない場合（開講時期が変わったり集中講義になる場合など）がある。履修計画を立てる

ときは，当該期の時間割（学生に配布する）及び必要があれば当該期の「授業計画表」（教務係で閲覧で

きる），授業内容についてはシラバスを参照すること。授業時間割表の欄外には，集中講義等で実施する

科目が示してあるので注意すること。集中講義の日程については，掲示等で周知するので見落とさないよ

うにすること。

※「年次」とは， 年次＝入学 年目， 年次＝入学 年目， 年次＝入学 年目， 年次＝入学 年目以

降，という意味である。

２ 単位

大学の学修は単位制で運用されている。「地域学部単位認定規程」に必要事項が規定されている。

【単位の認定－出欠と試験】単位は，ある授業科目を「履修」したと認定された者を対象に実施される

「試験」（レポート試験等を含む）に合格した者に与えられる（卒業研究などの例外もある）。

「履修」が認定されるためには，授業時間数の 分の 以上の出席が必要である。例外的に，「特別な事

情を届け出て認可を得たもの」にあっては， 分の 以上の出席でも，履修を認定する場合がある。「特別

な事情」＊によって欠席する場合には，「授業欠席届」を授業担当教員に提出すること。ただし， 分の 以

上の出席で履修を認定するかどうかは，受講している授業の形態・性格によって扱いが異なり，その判断

は担当教員の裁量事項となっている。遅刻の扱いについても，同様に，授業担当教員の裁量事項である。

なお，「学校保健安全法」に基づいて「出席停止」となった場合は，「欠席」したことにはならない（「学

生が学校保健安全法に基づく出席停止となり授業に出席できない場合の取扱いについて」参照）。

また，「気象警報発令」の際は，休講となる場合がある（詳細は「気象警報発令に伴う授業及び定期試験

の取り扱いについて」参照）。

＊病気，交通事故，災害，忌引きなど。詳細は全学共通科目の履修案内を参照のこと。

【試験の評価基準】「試験」の成績認定基準は表［成績評価基準］のとおりである。

なお，成績に疑義がある場合には，「鳥取大学地域学部における専門科目の成績評価に関する申合せ」

に基づき申し出ること。
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［成績評価基準］

〈合否による科目〉

評 価 基 準

合格 到達目標を達成している。

不合格 到達目標を達成していない。

成績表にはアルファベットで成績が表示される。その際，上の表にはないが，「不履修」（出席不足，

試験を受けなかった場合など）は ，何らかの理由で単位の認定が「保留」されている場合は と表示され

る。

【授業時間・自習時間と単位】

①本学部は，前期，後期の二期制をとっている。前後期とも，授業を行う期間は 週，試験期間 週であ

る。通常，授業は週 回， 週にわたって行われる（例外的に， 回の科目や通年科目もある）。 回

の授業は 分である。これは，本学では 単位時間に相当する（ 単位時間＝ 分）。 分の授業を，

通称 「コマ」という。授業は，通常，月～金の週 日， 日 時限（ コマ）である。なお，実験・実

習では コマ続きの授業もある。

コマ＝ 分＝ 単位時間（ 時間と略している）

コマ× 週＝ 単位時間（ 時間と略している）

教育課程表にある「時間」数は，この単位時間数である。

なお，休日，及び休業中に，集中講義や実習が行われることもある。

②単位と授業時間，自習時間は，授業形態によって異なっており，次のような関係になっている。

        
 

      
  1 単位＝45 時間 

 

＜授業の形式＞ （一期間の授業数と単位数） 

              
  

    

    
  授業 15 時間 自習 30 時間 

 

＜講義，演習の一部＞ （1 コマ・（2 時間）×15 回＝30 時間 ＝2 単位） 

  

    

    
  授業 30 時間 自習 15 時間 

 

＜演習，実験・実習の一部＞ （1 コマ・（2 時間）×15 回＝30 時間＝1 単位） 

  

    

    
  授業 45 時間 

 

＜実験・実習＞ （1.5 コマ・（3 時間）×15 回＝45 時間＝1 単位） 

              

単位は 時間の学修を意味する。この学修時間には授業時間だけでなく自習時間を含んでいる。た

とえば，「講義」形式の授業で 単位（ 時間の学修が必要）を修得しようとする場合，授業 時間

評 価 評 点 基 準

合格

～ 修得した知識・技能を相互に関連付けて応用できる。

～ 基礎知識・技能を発展させた知識・技能を修得している。

～ 到達目標を達成し、基礎知識・技能を修得している。

～
到達目標を達成し、最低限必要な基礎知識・技能を修得して

いる。

不合格 ～
到達目標を達成していない、また授業の基礎知識・技能を修

得できていない。
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［成績評価基準］

〈合否による科目〉

評 価 基 準

合格 到達目標を達成している。

不合格 到達目標を達成していない。

成績表にはアルファベットで成績が表示される。その際，上の表にはないが，「不履修」（出席不足，

試験を受けなかった場合など）は ，何らかの理由で単位の認定が「保留」されている場合は と表示され

る。

【授業時間・自習時間と単位】

①本学部は，前期，後期の二期制をとっている。前後期とも，授業を行う期間は 週，試験期間 週であ

る。通常，授業は週 回， 週にわたって行われる（例外的に， 回の科目や通年科目もある）。 回

の授業は 分である。これは，本学では 単位時間に相当する（ 単位時間＝ 分）。 分の授業を，

通称 「コマ」という。授業は，通常，月～金の週 日， 日 時限（ コマ）である。なお，実験・実

習では コマ続きの授業もある。

コマ＝ 分＝ 単位時間（ 時間と略している）

コマ× 週＝ 単位時間（ 時間と略している）

教育課程表にある「時間」数は，この単位時間数である。

なお，休日，及び休業中に，集中講義や実習が行われることもある。

②単位と授業時間，自習時間は，授業形態によって異なっており，次のような関係になっている。

        
 

      
  1 単位＝45 時間 

 

＜授業の形式＞ （一期間の授業数と単位数） 

              
  

    

    
  授業 15 時間 自習 30 時間 

 

＜講義，演習の一部＞ （1 コマ・（2 時間）×15 回＝30 時間 ＝2 単位） 

  

    

    
  授業 30 時間 自習 15 時間 

 

＜演習，実験・実習の一部＞ （1 コマ・（2 時間）×15 回＝30 時間＝1 単位） 

  

    

    
  授業 45 時間 

 

＜実験・実習＞ （1.5 コマ・（3 時間）×15 回＝45 時間＝1 単位） 

              

単位は 時間の学修を意味する。この学修時間には授業時間だけでなく自習時間を含んでいる。た

とえば，「講義」形式の授業で 単位（ 時間の学修が必要）を修得しようとする場合，授業 時間

評 価 評 点 基 準

合格

～ 修得した知識・技能を相互に関連付けて応用できる。

～ 基礎知識・技能を発展させた知識・技能を修得している。

～ 到達目標を達成し、基礎知識・技能を修得している。

～
到達目標を達成し、最低限必要な基礎知識・技能を修得して

いる。

不合格 ～
到達目標を達成していない、また授業の基礎知識・技能を修

得できていない。

（ コマ）に出席して学習するほか， 時間（ コマに相当）の自習（予習，復習など授業に関連した

学習）を行うことが想定されている。授業担当者は，この自習時間を前提にして，試験を含めた授業計

画を立てている。したがって，履修計画を立てるとき，自習時間が十分確保できるように，自身の時間

割を組むように注意する必要がある。この点で，学習計画が適正であるかどうかについて，学級教員，

またはゼミ，卒論の指導教員が点検することとなっている。

３ 試験及び追試験，再試験

【試験】試験に関しては「試験における注意事項」に従うこと。ただし，担当教員がこれとは別の指示

を出した場合には，担当教員の指示に従うこと。

【追試験】事故，病気等の特別な事情で試験が受けられなかった場合，追試験を受けることができる。

試験終了後， 週間以内に担当教員に願い出ること。（「地域学部単位認定規程」第 条）

【再試験】再試験は， 年次の卒業判定時に卒業要件が充足されず，卒業延期と判定された者のうち，

不足単位が，全学共通科目 科目 単位以内，専門科目 科目 単位以内の場合に限って，本人の願い出

により実施する。この場合，再試験に該当する科目は，卒業判定を受けた年次に履修し，試験を受けた科

目（レポート試験等を含む）に限る（したがって該当するのは不合格 の科目であって，不履修 の科

目は該当しない）。また，原則として演習，実験・実習形式の授業については，再試験は行わない。

なお， 年次においても，専門科目 科目 単位以内に限り，隔年で開講する必修科目（講義及び特

に指定されている演習）で，その期に履修し，試験を受けた科目は再試験が認められる。（「地域学部再

試験規程」参照）

４ 卒業研究

卒業研究については，「地域学部卒業研究取扱規程」に定めるとおりである。熟読の上，諸手続き，論

文提出期間等について，誤りのないようにすること。

卒業研究に着手するためには卒業要件単位のうち，全学共通科目を３２単位以上，専門科目を６０単位

以上修得している必要がある。卒業研究に着手できなければ，自動的に留年となるので，十分に注意する

こと。

なお，あらかじめ指導教員と相談の上， 単位にふさわしい履修計画を立てて取り組むこととする。

手続きの上で特に注意する点は次のとおりである。

年次の 月 日から 日の間に，卒業指導の希望を該当様式で希望教員へ願い出て了解を得る。

当該年度中に卒業研究着手要件を満たす見込みのあるものに限る。

所属コースの専任教員以外の教員を指導教員としたい場合は，各コースの取扱いに基づき決定される

ので，所属コース長へ該当様式で申し出ること。

年次の 月末日までに決定した指導教員を学部長（教務係）へ届け出ること。

年次の 月末日までに卒業研究題目を学部長（教務係）へ届け出ること。

卒業研究題目を変更した場合は，卒業論文提出時に学部長（教務係）へ届け出ること。

提出期日までに卒業論文を提出できなかった者，及び審査において不合格となった者は，指導教員の承

認を得て，卒業研究を継続し，翌年度の 月末までに卒業論文を提出できる。その場合， 月 日までに

卒業研究継続願を学部長（教務係）へ提出すること。

卒業論文の表紙及び用紙等については，各コース又は各指導教員の指示に従うこと。
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卒業論文の内容は以下に示す観点で審査される。なお，詳細は各コースで定めるものとする。

【卒業論文の審査基準（ガイドライン）】

問題意識が明確か 証拠に基づき客観的に分析・考察・記述がなされているか

先行研究の吟味ができているか 結論は妥当か

方法が妥当か 新たな知見が得られているか，独創性はあるか

論文の構成は適切か 引用・注記・文献の表記などの作法，文章表現・表記は適切か

論理的に展開されているか

研究倫理を遵守して研究及び論文執筆がなされていることを前提に，以上の観点に基づく評価を総合し

て論文の評価とする。

５ 短期海外留学・短期海外派遣

鳥取大学では，グローバル社会において活躍できる人材の育成を目的として，（ ）短期海外留学と

（ ）短期海外派遣の様々なプログラムを準備している。

短期海外留学（ か月～ 年程度）

この制度は，日本の大学が諸外国の大学と学生交流等に関する協定等を締結し，学生が日本の大学に在

籍したまま，諸外国の大学へ短期留学ができるものである。留学する学生に対して，留学に係る費用の一

部を日本学生支援機構（ ）等が奨学金として支援する制度もある。

奨学金を受給できる対象となる学生の基準など詳細については教務係へ照会すること。

留学中に外国の大学で取得した単位は，審議の上，適当なものについては本学部の単位として認定され

る。（単位認定については「地域学部派遣学生・特別聴講学生規程」参照）

短期海外派遣（ 週間～ 週間程度）

短期海外派遣には，地域学部が独自に実施している専門科目「海外フィールド演習」と国際交流センタ

ーをはじめ全学で実施されている語学研修がある。「海外フィールド演習」は地域学部で学んだ技術や知

識を海外の地域で活用することを目的としたもので， 年次以上を対象に開講し， 単位まで履修できる。

なお，例外的に 年次でも履修可能なプログラムを開講することがあり， 単位まで履修可能であるが，そ

の場合は卒業要件外単位として扱われる。語学研修について詳細は教務係か国際交流センターへ照会する

こと。

これらの短期海外派遣に係る費用の一部を日本学生支援機構（ ）等が奨学金として支援する制度

もある。奨学金を受給できる対象となる学生の基準など詳細については教務係へ照会すること。

６ 教育職員免許状

各コースでは， 所定の単位を修得することにより，以下の教育職員免許状の取得が可能である。

地域創造コース 中学校教諭一種（社会），高等学校教諭一種（地理歴史，公民）

人間形成コース 小学校教諭一種，幼稚園教諭一種，特別支援学校教諭一種

国際地域文化コース 中学校教諭一種（国語，英語），高等学校教諭一種（国語，英語）

注 ）他コースで開設される単位を修得することにより，他コースの免許状の取得が可能である。

注 ）上記の場合，所属するコースで取得できる免許よりも，相当に取得が困難であり，授業時間割の関係で，

必ずしも 年間で取得できるとは限らないので注意すること。
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卒業論文の内容は以下に示す観点で審査される。なお，詳細は各コースで定めるものとする。

【卒業論文の審査基準（ガイドライン）】

問題意識が明確か 証拠に基づき客観的に分析・考察・記述がなされているか

先行研究の吟味ができているか 結論は妥当か

方法が妥当か 新たな知見が得られているか，独創性はあるか

論文の構成は適切か 引用・注記・文献の表記などの作法，文章表現・表記は適切か

論理的に展開されているか

研究倫理を遵守して研究及び論文執筆がなされていることを前提に，以上の観点に基づく評価を総合し

て論文の評価とする。

５ 短期海外留学・短期海外派遣

鳥取大学では，グローバル社会において活躍できる人材の育成を目的として，（ ）短期海外留学と

（ ）短期海外派遣の様々なプログラムを準備している。

短期海外留学（ か月～ 年程度）

この制度は，日本の大学が諸外国の大学と学生交流等に関する協定等を締結し，学生が日本の大学に在

籍したまま，諸外国の大学へ短期留学ができるものである。留学する学生に対して，留学に係る費用の一

部を日本学生支援機構（ ）等が奨学金として支援する制度もある。

奨学金を受給できる対象となる学生の基準など詳細については教務係へ照会すること。

留学中に外国の大学で取得した単位は，審議の上，適当なものについては本学部の単位として認定され

る。（単位認定については「地域学部派遣学生・特別聴講学生規程」参照）

短期海外派遣（ 週間～ 週間程度）

短期海外派遣には，地域学部が独自に実施している専門科目「海外フィールド演習」と国際交流センタ

ーをはじめ全学で実施されている語学研修がある。「海外フィールド演習」は地域学部で学んだ技術や知

識を海外の地域で活用することを目的としたもので， 年次以上を対象に開講し， 単位まで履修できる。

なお，例外的に 年次でも履修可能なプログラムを開講することがあり， 単位まで履修可能であるが，そ

の場合は卒業要件外単位として扱われる。語学研修について詳細は教務係か国際交流センターへ照会する

こと。

これらの短期海外派遣に係る費用の一部を日本学生支援機構（ ）等が奨学金として支援する制度

もある。奨学金を受給できる対象となる学生の基準など詳細については教務係へ照会すること。

６ 教育職員免許状

各コースでは， 所定の単位を修得することにより，以下の教育職員免許状の取得が可能である。

地域創造コース 中学校教諭一種（社会），高等学校教諭一種（地理歴史，公民）

人間形成コース 小学校教諭一種，幼稚園教諭一種，特別支援学校教諭一種

国際地域文化コース 中学校教諭一種（国語，英語），高等学校教諭一種（国語，英語）

注 ）他コースで開設される単位を修得することにより，他コースの免許状の取得が可能である。

注 ）上記の場合，所属するコースで取得できる免許よりも，相当に取得が困難であり，授業時間割の関係で，

必ずしも 年間で取得できるとは限らないので注意すること。

所定の単位の修得方法については，別に示す（冊子『教育職員免許状の取得の手引』）。

教員免許状を取得しようとする者は，取得予定者として登録が必要なので注意すること。

教育職員免許状の取得には，教育実習の単位を修得しなければならない。教育実習を受講するために

は，一定の履修要件を満たさなければならない（「地域学部教育実習の履修要件等に関する申し合わ

せ」）。

小学校及び中学校の教育職員免許状を取得するためには，所定の単位以外に「介護等の体験」（以下

介護等体験という）を行うことが義務づけられている。介護等体験については別途ガイダンスを行うの

で必ず出席すること。

なお，特別支援学校免許を取得するものについては，特別支援学校実習で介護等体験を代替できる

ので，別途介護等体験を行う必要はない。

教員免許状取得に必要な事柄については，ガイダンスを開催するので，必ず出席すること。

７ 諸資格の取得方法

   本学部では，社会教育主事，社会福祉主事，学芸員，学校図書館司書教諭，日本語教員の資格（任用資

格を含む）の取得が可能である。後掲の「諸資格取得のための履修方法」に従って履修すること。

保育士資格については，人間形成コースの「幼児教育選修」（定員 名， 年次に分属）のみが取得で

きる。選修分属に関しては別途ガイダンスを行う。

なお，鳥取短期大学（倉吉市）との間で締結している単位互換協定により，鳥取短期大学で開講されて

いる科目を受講することで，図書館司書資格が取得できる。希望者は，教務係に申し出て，受講手続きな

どの説明を受けること。

８ 大学・短期大学を卒業又は退学し，新たに本学部の 年次に入学した学生の既修得単位の取

扱いについて

本学部に入学した者のうち，大学・短期大学を卒業又は退学している者については，既に当該大学に

おいて修得した単位のうち，全学共通科目の単位について 単位以内で本学部において修得したもの

として認定することができる。

この場合，科目区分の「入門科目」については 単位，「教養科目」については 単位，「外国語科

目」については 単位，「健康スポーツ科目」については 単位をこえて認定されない。

単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の所定の期日までに，既修得単位認定願（申請単位

単位以内）に成績証明書を添えて地域学部長に提出すること。

９ 転コース，転学部

転コースを希望するのに充分な理由がある場合，試験のうえ転コースを認める場合がある。単位修得状

況，成績などの条件を満たすことが必要である。詳細は「地域学部転コース選考規程」「同申し合わせ」

を参照のこと。

他の学部に転学部を志望する者は，選考の上許可される場合がある（鳥取大学学則第 条）。希望者は

教務係に申し出ること。
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各種手続一覧

授業科目の履修等に関し，期限の定められているものには次のようなものがある。

重要事項であるから，特に留意しておくこと。

年 次 内 容 提 出 期 限 提 出 先

共 通 ・履修登録

・追試験願の届出

・転コース等の申出

学期始めの所定の期日

期末試験終了後， 週間以内

月 日まで

パソコン登録

学部長（教務係）

学部長（教務係）

年次 ・教育職員免許状取得希望登録

申込書の提出

・幼児教育選修の分属

（掲示で指示する） 月頃

（掲示で指示する） 月頃

教務係

教務係

年次 ・介護等体験申込書の提出

・教育実習履修申込書の提出

（掲示で指示する） 月頃

（掲示で指示する） 月頃

教務係

教務係

年次 ・教育実習履修申込書の提出

・卒業研究指導希望教員の届出

専任教員以外の場合は別届出有

・卒業研究指導教員の届出

・再試験願の提出（隔年開講必修

科目のみ）

（掲示で指示する） 月頃

月 ～ 日

〃

月末日

成績発表日から 週間以内

教務係

各教員

コース長

学部長（教務係）

〃

年次 ・卒業研究題目の届出

・卒業論文の提出

・卒業研究題目の変更の届出

・再試験願の提出

・進路確定報告書の提出

月 ～ 日

月 日まで

卒業論文提出時

卒業延期発表日から 週間以内

進路が確定次第，随時

学部長（教務係）

〃

〃

〃

教務係

学生ホール，リフレッシュルーム，施設利用

地域学部棟は，土曜，日曜，祝日，大学の定める休業日，及び平日の夜間は「閉館」である。学生証で

入館できるが，卒業研究，実習やゼミなどの学修等で必要な場合，あるいは指導教員等の許可を得ている

場合以外は立ち入らないこと。

地域学部棟の各講義室は，平日の 時に施錠し， 時に解錠する。 限以降に講義室を使用する場合は

事前に「施設使用願」を提出のうえ，教務係で鍵を借りて使用すること。

自習室として「学生ホール」（ 室）がある。使用に際し，注意事項をよく読んで使用すること。

「リフレッシュルーム」には，どのコースの学生も使用できる部屋と，当該コースの学生だけが使用で

きる部屋の 種類あるので注意すること。この部屋は，学生だけでなく教員も使用するミックス・ルーム

である。名前のとおり，学習の疲れをとってリフレッシュするための場所であって自習室ではない。長時

間の占有は避けるなど，利用規程を守って利用すること。

空き時間の教室の使用は認めているが， 人のために大教室の空調を使用したり，照明を全点灯して利

用するなどは厳に慎むこと。
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各種手続一覧

授業科目の履修等に関し，期限の定められているものには次のようなものがある。

重要事項であるから，特に留意しておくこと。

年 次 内 容 提 出 期 限 提 出 先

共 通 ・履修登録

・追試験願の届出

・転コース等の申出

学期始めの所定の期日

期末試験終了後， 週間以内

月 日まで

パソコン登録

学部長（教務係）

学部長（教務係）

年次 ・教育職員免許状取得希望登録

申込書の提出

・幼児教育選修の分属

（掲示で指示する） 月頃

（掲示で指示する） 月頃

教務係

教務係

年次 ・介護等体験申込書の提出

・教育実習履修申込書の提出

（掲示で指示する） 月頃

（掲示で指示する） 月頃

教務係

教務係

年次 ・教育実習履修申込書の提出

・卒業研究指導希望教員の届出

専任教員以外の場合は別届出有

・卒業研究指導教員の届出

・再試験願の提出（隔年開講必修

科目のみ）

（掲示で指示する） 月頃

月 ～ 日

〃

月末日

成績発表日から 週間以内

教務係

各教員

コース長

学部長（教務係）

〃

年次 ・卒業研究題目の届出

・卒業論文の提出

・卒業研究題目の変更の届出

・再試験願の提出

・進路確定報告書の提出

月 ～ 日

月 日まで

卒業論文提出時

卒業延期発表日から 週間以内

進路が確定次第，随時

学部長（教務係）

〃

〃

〃

教務係

学生ホール，リフレッシュルーム，施設利用

地域学部棟は，土曜，日曜，祝日，大学の定める休業日，及び平日の夜間は「閉館」である。学生証で

入館できるが，卒業研究，実習やゼミなどの学修等で必要な場合，あるいは指導教員等の許可を得ている

場合以外は立ち入らないこと。

地域学部棟の各講義室は，平日の 時に施錠し， 時に解錠する。 限以降に講義室を使用する場合は

事前に「施設使用願」を提出のうえ，教務係で鍵を借りて使用すること。

自習室として「学生ホール」（ 室）がある。使用に際し，注意事項をよく読んで使用すること。

「リフレッシュルーム」には，どのコースの学生も使用できる部屋と，当該コースの学生だけが使用で

きる部屋の 種類あるので注意すること。この部屋は，学生だけでなく教員も使用するミックス・ルーム

である。名前のとおり，学習の疲れをとってリフレッシュするための場所であって自習室ではない。長時

間の占有は避けるなど，利用規程を守って利用すること。

空き時間の教室の使用は認めているが， 人のために大教室の空調を使用したり，照明を全点灯して利

用するなどは厳に慎むこと。

学級教員，オフィス・アワーなど

【学級教員】学生諸君の学修・学生生活上の支援を行うため，入学年次，コース毎に学級教員を配置して

いる（ 年間持ち上がりである）。なお 年次， 年次では，所属ゼミ，及び卒業研究の指導教員も対応す

る。気軽に相談すること。

全学的には，「学生支援センター」に，様々な悩みに関する，初期対応の窓口があるので利用するこ

と。

【オフィス・アワー】学生の質問や相談に応えるため，教員が必ず研究室にいる時間帯を設けている。各

授業のシラバスに，授業担当者のオフィス・アワーの時間帯が記載してある。また，授業担当教員への連

絡方法（メール・アドレスなど）も記載してあるので参照のこと。

注意事項

【授業中】携帯電話，携帯情報端末などは，原則としてカバン等にしまっておくこと。また，ノートパソ

コンは，担当教員の指示がある場合を除いて，授業中に使用しないこと。いずれも授業に必要な場合は，

担当教員の許可を得て使用すること。

【掲示板】学部から，学生への連絡事項，通知等は，掲示板（「教務係掲示板」と「各コースの掲示

板」）を通じて示される。連絡事項を見落として不利益を生じることがあっても，本人の責任になるの

で，掲示には常に注意すること。また，全学共通科目に関する事項については，共通教育棟の掲示板に掲

示されるので，必ずこの か所の掲示板を見ること。

なお，緊急時等にＥメール，電話による連絡を行う場合がある。指示に従って連絡を受け取れるように

しておくこと。

地域学部教務係公用携帯番号：０８０－６３２１－３２８０

その他

 各種証明書の発行，奨学金の出願・授業料免除の申請等は学生部で手続きをし，その他の手続きは，学

部の教務係で行うこととなっている。なお，詳細については，「学生生活案内」を参照のこと。

 地域学部教務係の受付時間は，原則として平日の ～ である。

おわりに

履修等に関わることで，質問や相談がある場合は，その内容によって，授業担当教員か教務係，または学級

教員等に申し出ること（判断が難しい場合は，教務係に申し出ること）。その場合，できるだけ「履修の手

引」ほか，関連する各種の手引き等を調べた上で相談等を行うこと。
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附録

Ⅰ．規則等

【鳥取大学地域学部規則等】

１．鳥取大学地域学部規則

２．鳥取大学地域学部履修規程

３．鳥取大学地域学部単位認定規程

４．鳥取大学地域学部再試験規程

５．鳥取大学地域学部転コース選考規程

６．鳥取大学地域学部卒業研究取扱規程

７．鳥取大学地域学部聴講生及び科目等履修生規程

８．鳥取大学地域学部派遣学生・特別聴講学生規程

９．鳥取大学地域学部教育実習の履修要件等に関する申し合わせ

鳥取大学地域学部における専門科目の成績評価に関する申し合わせ

．鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程による

単位の認定に係る申し合わせ

【鳥取大学規則等】

．鳥取大学全学共通科目履修規則

．鳥取大学単位認定規則

鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程

鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程

．気象警報発令に伴う授業及び定期試験の取扱いについて

試験における注意事項

学生が学校保健安全法に基づく出席停止となり授業に出席できない場合の取扱いについて



１．鳥取大学地域学部規則

（総則）

第１条 鳥取大学地域学部（以下「本学部」という。）に関する事項は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取

大学規則第５５号。以下「学則」という。）に定めるもののほか，この規則に定めるところによる。

（学科及びコース）

第２条 本学部に地域学科を置き，次のコースを置く。

地域創造コース

人間形成コース

国際地域文化コース

（附属施設）

第３条 本学部に，学則第１０条の規定に基づき，次の附属の教育研究施設を置く。

附属芸術文化センター

附属子どもの発達・学習研究センター

（講座）

第４条 本学部における講座は，別表のとおりとする。

（教育研究上の目的）

第５条 本学部地域学科は，生活の質の向上とその基盤である地域の持続可能な発展を目指して，地域を

つくりあげている諸要素や人々のつながりからなる地域特性と地域の諸課題を的確に捉え，探求する知

識，思考力，課題解決に参画する社会的実践力を有する人材を養成すること目的とし，各コースの教育

研究上の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。

一 地域創造コースは、地域の現在及び将来の課題の解決に向けて、さまざまな主体との協働による地

域の振興・活性化の方法、将来の望ましい地域のあり方を学び、積極的かつ主体的に取り組む地域創

造に資するキーパーソンとなりうる人材を養成することを目的とする。

二 人間形成コースは，人間形成に関わる諸理論と実践を学び，学校教育のみならず，生涯にわたる人

間形成の立場から，地域の人づくりを支えるキーパーソンを養成することを目的とする。

三 国際地域文化コースは，現代社会の構造と文化的特質，グローバルな文化と芸術文化，地域の生活

文化など，様々な文化の関係性とそれが生活においてもつ意味を理解して，日本を含む世界の様々な

地域で，異質なものを相互に認め合いながら，「一人ひとりの生活と生の充実」 「つながりの創出」

を実現する人材を養成することを目的とする。

（教育課程）

第６条 本学部における教育課程の授業科目，単位数及びその履修方法は，鳥取大学地域学部履修規程（平

成１６年鳥取大学地域学部規則第１号）で定める。ただし，全学共通科目については，鳥取大学全学共

通科目履修規則（平成５年鳥取大学規則第３号）の定めるところによる。

２ 授業は，講義，演習，実験及び実習により行う。

（単位の認定及び試験）

第７条 単位の認定及び試験について必要な事項は，鳥取大学地域学部単位認定規程（平成１６年鳥取大

学地域学部規則第２号）で定める。
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１．鳥取大学地域学部規則

（総則）

第１条 鳥取大学地域学部（以下「本学部」という。）に関する事項は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取

大学規則第５５号。以下「学則」という。）に定めるもののほか，この規則に定めるところによる。

（学科及びコース）

第２条 本学部に地域学科を置き，次のコースを置く。

地域創造コース

人間形成コース

国際地域文化コース

（附属施設）

第３条 本学部に，学則第１０条の規定に基づき，次の附属の教育研究施設を置く。

附属芸術文化センター

附属子どもの発達・学習研究センター

（講座）

第４条 本学部における講座は，別表のとおりとする。

（教育研究上の目的）

第５条 本学部地域学科は，生活の質の向上とその基盤である地域の持続可能な発展を目指して，地域を

つくりあげている諸要素や人々のつながりからなる地域特性と地域の諸課題を的確に捉え，探求する知

識，思考力，課題解決に参画する社会的実践力を有する人材を養成すること目的とし，各コースの教育

研究上の目的は，次の各号に掲げるとおりとする。

一 地域創造コースは、地域の現在及び将来の課題の解決に向けて、さまざまな主体との協働による地

域の振興・活性化の方法、将来の望ましい地域のあり方を学び、積極的かつ主体的に取り組む地域創

造に資するキーパーソンとなりうる人材を養成することを目的とする。

二 人間形成コースは，人間形成に関わる諸理論と実践を学び，学校教育のみならず，生涯にわたる人

間形成の立場から，地域の人づくりを支えるキーパーソンを養成することを目的とする。

三 国際地域文化コースは，現代社会の構造と文化的特質，グローバルな文化と芸術文化，地域の生活

文化など，様々な文化の関係性とそれが生活においてもつ意味を理解して，日本を含む世界の様々な

地域で，異質なものを相互に認め合いながら，「一人ひとりの生活と生の充実」 「つながりの創出」

を実現する人材を養成することを目的とする。

（教育課程）

第６条 本学部における教育課程の授業科目，単位数及びその履修方法は，鳥取大学地域学部履修規程（平

成１６年鳥取大学地域学部規則第１号）で定める。ただし，全学共通科目については，鳥取大学全学共

通科目履修規則（平成５年鳥取大学規則第３号）の定めるところによる。

２ 授業は，講義，演習，実験及び実習により行う。

（単位の認定及び試験）

第７条 単位の認定及び試験について必要な事項は，鳥取大学地域学部単位認定規程（平成１６年鳥取大

学地域学部規則第２号）で定める。

（卒業に必要な修得単位数）

第８条 本学部の卒業に必要な修得単位数は，次の表のとおりとする。

区 分

学 科・コース

全 学 共 通 科 目

専門科目
卒業必要

修得単位数
入門科目 教養科目

外国語

科目

健康スポーツ

科目
小 計

地域学科

地域創造コース

人間形成コース

国際地域文化コース

単位以上 単位以上 単位以上 単位以上 全学共通科目の中か

ら１単位以上

単位以上 単位以上 単位以上

（卒業論文）

第９条 学生は，最終年次において卒業論文を提出しなければならない。

（転コース）

第１０条 本学部の学生で，転コースを志願する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがあ

る。

（その他）

第１１条 学則，学生守則（平成７年鳥取大学規則第２６号）及びこの規則に定めるもののほか，本学部

で必要な事項は，教授会の議を経て，学部長が定める。

附 則

この規則は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。

（中 略）

附 則

１．この規則は，平成２９年４月１日から施行する。

２．平成２９年３月３１日以前の入学者については，この規則施行による改正後の規定にかかわらず，

なお従前の例による。

別表

鳥取大学地域学部講座表

学科名 講座名

地域学科 地域創造

人間形成

国際地域文化
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２．鳥取大学地域学部履修規程

（総則）

第１条 鳥取大学地域学部（以下「本学部」という。）における全学共通科目及び専門科目の履修方法等

については，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号），鳥取大学全学共通科目履修規則（平

成５年鳥取大学規則第３号）及び鳥取大学地域学部規則（平成１６年鳥取大学規則第６０号）に定める

もののほか，この規程の定めるところによる。

（教育課程及び履修方法）

第２条 本学部における全学共通科目の教育課程表は，別表第１のとおりとする。

２ 本学部における専門科目の教育課程表は，別表第２のとおりとする。

３ 地域学科人間形成コースにおいては，下記の課程を設けることとする。

心理選修

幼児教育選修

４ 第３項の幼児教育選修においては，所定の授業科目を履修することにより，保育士の資格を取得する

ことができる。

（履修手続）

第３条 学生は，毎学期の始め所定の期日までに，履修しようとする全学共通科目及び専門科目を学部長

に提出しなければならない。

（その他）

第４条 この規程に定めるもののほか，本学部の教育課程の履修に関し必要な事項については，教授会の

議を経て，学部長が別に定める。

附 則

この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。

（中 略）

附 則

１．この規程は，令和２年４月１日から施行する。

  ２．令和２年３月３１日以前の入学者については，この規程施行による改正後の規程にかかわらず，  
   なお従前の例による。
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２．鳥取大学地域学部履修規程

（総則）

第１条 鳥取大学地域学部（以下「本学部」という。）における全学共通科目及び専門科目の履修方法等

については，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号），鳥取大学全学共通科目履修規則（平

成５年鳥取大学規則第３号）及び鳥取大学地域学部規則（平成１６年鳥取大学規則第６０号）に定める

もののほか，この規程の定めるところによる。

（教育課程及び履修方法）

第２条 本学部における全学共通科目の教育課程表は，別表第１のとおりとする。

２ 本学部における専門科目の教育課程表は，別表第２のとおりとする。

３ 地域学科人間形成コースにおいては，下記の課程を設けることとする。

心理選修

幼児教育選修

４ 第３項の幼児教育選修においては，所定の授業科目を履修することにより，保育士の資格を取得する

ことができる。

（履修手続）

第３条 学生は，毎学期の始め所定の期日までに，履修しようとする全学共通科目及び専門科目を学部長

に提出しなければならない。

（その他）

第４条 この規程に定めるもののほか，本学部の教育課程の履修に関し必要な事項については，教授会の

議を経て，学部長が別に定める。

附 則

この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。

（中 略）

附 則

１．この規程は，令和２年４月１日から施行する。

  ２．令和２年３月３１日以前の入学者については，この規程施行による改正後の規程にかかわらず，  
   なお従前の例による。

別表第１

備　　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

 大学入門ゼミ 必修 2 　

 情報リテラシ 必修 2 　

選択 1

5 　４単位以上

　人間と文化，人間と科学 　 　

　人間と環境，健康と生命 　
　世界と地域，教養ゼミナール

　　　特　　定　　科　　目キ　ャ　リ　ア　科　目       　６単位以上

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 　８単位以上

自然分野 2

　　　数学 　

　　　物理学

　　　化学

　　　生物学

　　　地学 　２単位以上

　  　４単位以上

6 8 6 6 6 6 ２０単位以上

英　語  

コミュニケーション英語Ａ 必修 1 　

コミュニケーション英語Ｂ 必修 1 　

実践英語Ａ 必修 1 　

実践英語Ｂ 必修 1 　

総合英語Ⅰ 必修 1 　

総合英語Ⅱ 必修 1 　

ドイツ語基礎Ⅰ・Ⅱ

フランス語基礎Ⅰ・Ⅱ

中国語基礎Ⅰ・Ⅱ 　 　

韓国語基礎Ⅰ・Ⅱ

スペイン語基礎Ⅰ・Ⅱ

ドイツ語応用Ⅰ・Ⅱ

フランス語応用Ⅰ・Ⅱ

中国語応用Ⅰ・Ⅱ

韓国語応用Ⅰ・Ⅱ

スペイン語応用Ⅰ・Ⅱ

3 3 2 2 １０単位以上

 健康スポーツ科目 必修 　

1 　１単位以上

全ての全学共通科目の中から 選択

　１単位以上

３６単位以上

　全学共通科目の授業科目及び単位数については，「全学共通科目開設一覧表」を参照すること。

＊教養科目の単位数・履修年次の数字は履修可能上限単位数を表している。（ただし、在籍年次以前の再履修は可能。）

＊健康スポーツ科目の履修方法については、全学共通科目履修案内P.18を参照すること。

＊基幹科目中自然分野の履修方法については、全学共通科目履修案内P.８を参照すること。

1つの言語を選択し４単位以上修得すること。

選択 1 1

教
　
　
養
　
　
科
　
　
目

　　　教　養　科　目　　　　　　　　計

基
幹
科
目

人文・社会分野

基幹科目（人文・社会分野）のうち、「哲学・倫
理学」「心理学」「芸術入門」「文学」から２科
目４単位，「憲法学」「政治学」「経済学」「歴
史学」から２科目４単位を含む８単位以上を
修得すること。

修 得 単 位 数 合 計

外国語科目　　　　計

１（前期又は
後期）

　健 康 ス ポ ー ツ 科 目　　　　　　計

1

全ての全学共通科目の中から　　　計 1

全
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

入
門
科
目

選択

 
外
　
国
　
語
　
科
　
目

1 1

単 位 数 ・ 履 修 年 次
１　年 ２　 年 ３　年 ４　年

　　　　入  門  科  目　　　　　　　　計

主
題
科
目

選択 

 キャリア入門

令和２年度　全 学 共 通 科 目 教 育 課 程 表 　（ 地 域 学 部 ）

科　目　区　分　等

全ての教養科目の中から
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　　　地域学科　地域創造コース　教育課程表（令和２年度）

区　分  授　業　科　目 単位数 担当教員   備　　　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

地 域 学 入 門 2 2 関係教員

地 域 の 課 題 と 創 造 2 2 全教員

地 域 社 会 論 2 2 稲津

地 域 計 画 論 2 2 藤井他

地 域 調 査 法 2 2 全教員

自 治 体 政 策 過 程 論 2 2 小野・塩沢

統 治 機 構 論 2 2 佐藤

都 市 地 域 論 2 2 藤井

社 会 福 祉 2 2 竹川

企 業 と 地 域 2 2 馬場

基 礎 ゼ ミ 2 2 関係教員

産 業 立 地 論 2 2 山下

地 域 経 済 論 2 2 多田

現 代 日 本 の 政 治 過 程 2 2 塩沢

農 村 地 域 論 2 2 筒井一

自 治 法 論 2 2 丸

住 民 組 織 論 2 2 村田

創 造 地 域 論 2 2 竹内

マ ー ケ テ ィ ン グ 入 門 2 2 馬場・白石

地 域 調 査 プ ロ ジ ェ ク ト 4 全教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

専 門 ゼ ミ Ⅰ （ 地 域 創 造 ） 2 2 全教員

専 門 ゼ ミ Ⅱ （ 地 域 創 造 ） 2 2 全教員

卒 業 研 究 8 全教員
小　　　計 55 55単位修得

芸 術 文 化 形 成 論 2 2 筒井宏

児 童 福 祉 論 2 2 畑

流 域 地 形 学 2 2 (小玉)

地 質 学 1 1 (菅森)

生 態 学 Ⅰ 1 1 (永松)

西 欧 近 代 史 2 2

人 と 自 然 の 関 係 史 2 2 中原

建 築 史 2 2 (浅井)

比 較 教 育 2 2 (柿内)

環 境 教 育 論 2 2 (大谷)

生 態 学 Ⅱ 1 1 (永松) 　　＊「生態学Ⅰ」修得者限定

自 然 災 害 論 2 2 (小玉)

（ 他 コ ー ス 科 目 の 中 か ら ） ＊2単位まで
小　　　計 21 6単位以上修得

地 域 創 造 ゼ ミ Ⅰ 2 2 関係教員

地 域 創 造 ゼ ミ Ⅱ 2 2 関係教員
小　　　計 4 2単位以上修得

行 政 評 価 論 2 2 小野

都 市 再 生 論 2 2 山下

多 文 化 共 生 社 会 論 2 2 稲津

ジ ェ ン ダ ー と 法 2 2 丸

都 市 圏 整 備 論 2 2 藤井

ワ ー ク シ ョ ッ プ 入 門 2 2

地 域 資 源 創 生 論 2 2 大元

地 域 福 祉 2 2 竹川

福 祉 行 財 政 2 2 竹川

社 会 保 障 法 2 2 丸

地 域 政 治 学 2 2 塩沢

地 域 創 造 特 殊 講 義 2 2 (非常勤講師)

文 化 政 策 論 2 2 竹内

政 策 評 価 論 2 2 小野

比 較 地 域 論 2 2 山下他

地 域 振 興 論 2 2 多田

地 域 プ ロ ジ ェ ク ト 論 2 2 大元

地 域 財 政 論 2 2 多田

経 営 戦 略 論 2 2 馬場

む ら お こ し 論 2 2 筒井一 ＊「農村地域論」修得者限定

行 政 法 2 2 佐藤

地 域 参 画 論 2 2 塩沢

情 報 メ デ ィ ア 法 2 2 佐藤

社 会 的 起 業 論 2 2

ソ ー シ ャ ル マ ー ケ テ ィ ン グ 論 2 2 白石

コ ミ ュ ニ テ ィ 創 造 支 援 論 2 2

地 域 包 括 ケ ア 論 1 1 竹川

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

融 合 ラ ボ 1 関係教員
地 域 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会
地 域 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会
イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 教務部会

イ ン タ ー ン シ ッ プ 1 教務部会

イ ン タ ー ン シ ッ プ 1 教務部会

必修

4・4

4・4

選択Ⅰ

選択Ⅱ

1.5・1.5

別表第２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ３　年 ４　年

選択Ⅲ

1・1
1・1

3・3

1.5・1.5

1・1

4単位以上修得

― 15 ―



区　分  授　業　科　目 単位数 担当教員   備　　　　考

前 後 前 後 前 後 前 後

海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 2 教務部会

海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会
（全ての地域学部専門科目の中から） ＊3単位まで

小　　　計 66 25単位以上修得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合　　　計 146 合計88単位以上修得

注１）「選択Ⅰ」の（他コース科目の中から）及び「選択Ⅲ」の（全ての地域学部専門科目の中から）には，資格等に関する科目も含める。
注２）海外フィールド演習は１年次でも１プログラムまで履修することができる。ただしその場合は卒業要件外単位とする。

コース開設の資格等に関する科目
教員免許状（中学・高等学校）に係る授業科目

 授　業　科　目 単位数 担当教員   備　　　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

日 本 史 概 論 2 2 岸本
東 ア ジ ア 地 域 史 2 2 柳
世 界 シ ス テ ム 論 2 2 (武田元)
日 本 近 代 史 2 2 岸本

小　　　計 8

１　年 ２　年 ３　年 ４　年

選択Ⅲ

週　授　業　時　間　数

1・1

３　年

2・2

1・1

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ４　年
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区　分 授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

地 域 学 入 門 2 2 関係教員

地 域 教 育 学 入 門 2 2 全教員

学 習 社 会 論 2 2 (大谷)

教 育 の 課 程 と 方 法 2 2 矢部他

生 涯 発 達 論 2 2 田中

家 族 支 援 論 2 2 畑

障 害 児 教 育 学 総 論 2 2 三木

地 域 調 査 プ ロ ジ ェ ク ト 4 全教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

専 門 ゼ ミ Ⅰ （ 人 間 形 成 ） 2 2 全教員

専 門 ゼ ミ Ⅱ （ 人 間 形 成 ） 2 2 全教員

人 間 形 成 ゼ ミ 2 関係教員

卒 業 研 究 8 全教員
小　　　計 33 33単位修得

地 域 の 課 題 と 創 造 2 2 全教員（地域創造）

地 域 社 会 論 2 2 稲津

地 域 調 査 法 2 2 全教員（地域創造）

芸 術 文 化 形 成 論 2 2 筒井宏

児 童 福 祉 論 2 2 畑

流 域 地 形 学 2 2 (小玉)

地 質 学 1 1 (菅森)

生 態 学 Ⅰ 1 1 (永松)

西 欧 近 代 史 2 2

人 と 自 然 の 関 係 史 2 2 中原

建 築 史 2 2 (浅井)

比 較 教 育 2 2 (柿内)

環 境 教 育 論 2 2 (大谷)

生 態 学 Ⅱ 1 1 (永松) ＊「生態学Ⅰ」修得者限定

自 然 災 害 論 2 2 (小玉)
小　　　計 27 4単位以上修得

人 間 と 教 育 - 教 職 入 門 - 2 2 (柿内)他

教 育 心 理 学 2 2 寺川

視覚聴覚障害教育論Ⅰ（視覚障害） 1 1 三木

視覚聴覚障害教育論Ⅱ（聴覚障害） 1 1 三木

学 習 科 学 論 2 2 溝口・小笠原

教 育 史 2 2 河合

病弱児等の生理 ・ 病 理 ・ 心 理 2 2 谷中他

学 習 と テ ク ノ ロ ジ ー 2 2 溝口

保育内容（環境）の理論と方法Ⅰ 2 2 塩野谷
保 育 学 原 論 2 2 塩野谷
保育内容（人間関係）の理論と方法Ⅰ 2 2 福山

重 複 障 害 児 教 育 総 論 2 2 (中村)

特 別 支 援 教 育 （ 初 等 ） 2 2 小林・三木・谷中

教 育 原 論 2 2 河合

教 育 評 価 2 2 山根

地 域 教 育 計 画 論 2 2 石山

知 的 障 害 児 等 の 教 育 診 断 2 2  小林
子 ど も の 精 神 保 健 2 2 (中井)

発 達 心 理 学 2 2 寺川
生 涯 学 習 論 2 2 (大谷)
心 理 統 計 学 2 2 田中
保育内容（健康）の理論と方法Ⅰ 2 2 関

英 語 学 習 の 基 礎 2 2

数 学 学 習 の 基 礎 2 2 矢部

家 庭 科 学 習 の 基 礎 2 2 (非常勤講師)
社 会 科 学 習 の 基 礎 2 2 高橋
造 形 学 習 の 基 礎 2 2 武田信

国 語 学 習 の 基 礎 2 2 小笠原・住川

科 学 学 習 の 基 礎 2 2 泉

音 楽 学 習 の 基 礎 2 2 鈴木

健康スポーツ学習の基礎Ⅰ（演習） 1 2 関

生 活 科 学 習 の 基 礎 2 2 (大谷)
保育内容（表現）の理論と方法Ⅰ 2 2 鈴木・武田信

人 権 教 育 論 2 2 石山
肢体不自由児等の生理・病理・心理 2 2 谷中他

知 的 障 害 児 等 の 指 導 法 2 2 三木

知 的 障 害 児 等 の 教 育 課 程 2 2 三木

保 育 の カ リ キ ュ ラ ム と 方 法 2 2 塩野谷
子 ど も の 健 康 と 安 全 1 2 (非常勤講師)

小 児 栄 養 （ 演 ） 2 4 (市川)

造 形 技 能 演 習 2 4 武田信

音 楽 技 能 演 習 Ⅰ 1 2 鈴木

音 楽 技 能 演 習 Ⅱ 1 2 鈴木

書 写 技 能 演 習 2 4 住川
社 会 的 養 護 2 2 畑
社 会 的 養 護 内 容 ( 演 ) 1 1 畑

1・1
4・4

選択Ⅰ

選択Ⅱ

別表第２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　地域学科　人間形成コース　教育課程表（令和２年度）

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ３　年 ４　年

必　修
4・4
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区　分 授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

地 域 学 入 門 2 2 関係教員

地 域 教 育 学 入 門 2 2 全教員

学 習 社 会 論 2 2 (大谷)

教 育 の 課 程 と 方 法 2 2 矢部他

生 涯 発 達 論 2 2 田中

家 族 支 援 論 2 2 畑

障 害 児 教 育 学 総 論 2 2 三木

地 域 調 査 プ ロ ジ ェ ク ト 4 全教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

専 門 ゼ ミ Ⅰ （ 人 間 形 成 ） 2 2 全教員

専 門 ゼ ミ Ⅱ （ 人 間 形 成 ） 2 2 全教員

人 間 形 成 ゼ ミ 2 関係教員

卒 業 研 究 8 全教員
小　　　計 33 33単位修得

地 域 の 課 題 と 創 造 2 2 全教員（地域創造）

地 域 社 会 論 2 2 稲津

地 域 調 査 法 2 2 全教員（地域創造）

芸 術 文 化 形 成 論 2 2 筒井宏

児 童 福 祉 論 2 2 畑

流 域 地 形 学 2 2 (小玉)

地 質 学 1 1 (菅森)

生 態 学 Ⅰ 1 1 (永松)

西 欧 近 代 史 2 2

人 と 自 然 の 関 係 史 2 2 中原

建 築 史 2 2 (浅井)

比 較 教 育 2 2 (柿内)

環 境 教 育 論 2 2 (大谷)

生 態 学 Ⅱ 1 1 (永松) ＊「生態学Ⅰ」修得者限定

自 然 災 害 論 2 2 (小玉)
小　　　計 27 4単位以上修得

人 間 と 教 育 - 教 職 入 門 - 2 2 (柿内)他

教 育 心 理 学 2 2 寺川

視覚聴覚障害教育論Ⅰ（視覚障害） 1 1 三木

視覚聴覚障害教育論Ⅱ（聴覚障害） 1 1 三木

学 習 科 学 論 2 2 溝口・小笠原

教 育 史 2 2 河合

病弱児等の生理 ・ 病 理 ・ 心 理 2 2 谷中他

学 習 と テ ク ノ ロ ジ ー 2 2 溝口

保育内容（環境）の理論と方法Ⅰ 2 2 塩野谷
保 育 学 原 論 2 2 塩野谷
保育内容（人間関係）の理論と方法Ⅰ 2 2 福山

重 複 障 害 児 教 育 総 論 2 2 (中村)

特 別 支 援 教 育 （ 初 等 ） 2 2 小林・三木・谷中

教 育 原 論 2 2 河合

教 育 評 価 2 2 山根

地 域 教 育 計 画 論 2 2 石山

知 的 障 害 児 等 の 教 育 診 断 2 2  小林
子 ど も の 精 神 保 健 2 2 (中井)

発 達 心 理 学 2 2 寺川
生 涯 学 習 論 2 2 (大谷)
心 理 統 計 学 2 2 田中
保育内容（健康）の理論と方法Ⅰ 2 2 関

英 語 学 習 の 基 礎 2 2

数 学 学 習 の 基 礎 2 2 矢部

家 庭 科 学 習 の 基 礎 2 2 (非常勤講師)
社 会 科 学 習 の 基 礎 2 2 高橋
造 形 学 習 の 基 礎 2 2 武田信

国 語 学 習 の 基 礎 2 2 小笠原・住川

科 学 学 習 の 基 礎 2 2 泉

音 楽 学 習 の 基 礎 2 2 鈴木

健康スポーツ学習の基礎Ⅰ（演習） 1 2 関

生 活 科 学 習 の 基 礎 2 2 (大谷)
保育内容（表現）の理論と方法Ⅰ 2 2 鈴木・武田信

人 権 教 育 論 2 2 石山
肢体不自由児等の生理・病理・心理 2 2 谷中他

知 的 障 害 児 等 の 指 導 法 2 2 三木

知 的 障 害 児 等 の 教 育 課 程 2 2 三木

保 育 の カ リ キ ュ ラ ム と 方 法 2 2 塩野谷
子 ど も の 健 康 と 安 全 1 2 (非常勤講師)

小 児 栄 養 （ 演 ） 2 4 (市川)

造 形 技 能 演 習 2 4 武田信

音 楽 技 能 演 習 Ⅰ 1 2 鈴木

音 楽 技 能 演 習 Ⅱ 1 2 鈴木

書 写 技 能 演 習 2 4 住川
社 会 的 養 護 2 2 畑
社 会 的 養 護 内 容 ( 演 ) 1 1 畑

1・1
4・4

選択Ⅰ

選択Ⅱ

別表第２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　地域学科　人間形成コース　教育課程表（令和２年度）

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ３　年 ４　年

必　修
4・4

区　分 授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

知的障害児等の心理・生理・病理 2 2 小林他
教 育 課 程 と 教 育 方 法 2 2 山根

地 域 教 育 政 策 論 2 2 (柿内)

認 知 心 理 学 2 2 田中

障 害 児 教 育 原 論 2 2 三木

保育内容（言葉）の理論と方法Ⅰ 2 2 寺川・小笠原

病 弱 児 等 の 教 育 課 程 ・ 指 導 法 2 2 谷中

算 数 学 習 指 導 論 2 2 溝口

初 等 理 科 学 習 指 導 論 2 2 泉

体 育 学 習 指 導 論 2 2 関

社 会 科 学 習 指 導 論 2 2 高橋

図 画 工 作 学 習 指 導 論 2 2 武田信

教 育 と 社 会 2 2

特 別 支 援 学 校 教 育 実 習 3 教務部会

保 育 実 習 指 導 Ⅰ 2 塩野谷・畑・福山

保 育 実 習 Ⅰ 4 塩野谷・畑・福山

教 育 実 習 指 導 （ 初 等 ） 1 1 鈴木他

乳 児 保 育 Ⅰ 2 2 福山

乳 児 保 育 Ⅱ 1 2 福山

健康スポーツ学習の基礎Ⅱ（実技） 1 3 関

障 害 児 の 発 達 診 断 法 演 習 2 3 小林
生 徒 指 導 ・ 進 路 指 導 論 2 2 河合

特別活動と総合的な学習（初等） 2 2 石山

道 徳 教 育 の 理 論 と 方 法 2 2 山根他

幼 児 の 理 解 と 発 達 相 談 2 2 福山
国 語 学 習 指 導 論 2 2 小笠原
英 語 学 習 指 導 論 2 2
家 庭 科 学 習 指 導 論 2 2 (非常勤講師)
音 楽 学 習 指 導 論 2 2 鈴木

生 活 科 学 習 指 導 論 2 2 (大谷)・福山
保育内容（言葉）の理論と方法Ⅱ 2 2 寺川・小笠原 隔年開講　

書 写 教 育 論 2 2 住川
肢 体 不 自 由 児 等 の 教 育 課 程 ・ 指 導 法 2 2 谷中

算 数 教 育 心 理 学 2 2 溝口

教 育 相 談 （ 初 等 ） 2 2 (石本)
保育内容（人間関係）の理論と方法Ⅱ 2 2 福山 隔年開講

障 害 児 の 教 育 と 保 育 2 2 小林
保育内容（表現）の理論と方法Ⅱ 2 2 武田信

保育内容（環境）の理論と方法Ⅱ 2 2 塩野谷
保育内容（健康）の理論と方法Ⅱ 2 2 関

初 等 教 育 実 習 Ⅰ 4 教務部会 小・主免許実習

初 等 教 育 実 習 Ⅱ 4 教務部会 幼・主免許実習

初 等 教 育 実 習 Ⅲ 2 教務部会 小・副免許実習

初 等 教 育 実 習 Ⅳ 2 教務部会 幼・副免許実習

保 育 実 習 Ⅱ 2 塩野谷・畑・福山

保 育 実 習 Ⅲ 2 塩野谷・畑・福山

教 職 実 践 演 習 （ 小 ） 2 2 関係教員

保 育 ・ 教 職 実 践 演 習 2 2 塩野谷・畑・福山

保 育 者 論 2 2 (薮田)

保 育 心 理 学 2 2 福山

保 育 内 容 総 論 1 1 塩野谷

子 ど も の 理 解 と 援 助 1 1 (西井)

子 育 て 支 援 1 1 (西井)

保 育 実 習 指 導 Ⅱ 1 1 塩野谷・畑・福山

保 育 実 習 指 導 Ⅲ 1 1 塩野谷・畑・福山

社 会 教 育 実 習 1 (大谷)

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

融 合 ラ ボ 1 関係教員

地 域 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

地 域 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 教務部会
イ ン タ ー ン シ ッ プ 1 教務部会
イ ン タ ー ン シ ッ プ 1 教務部会
海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 2 教務部会
海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会
海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会
（全ての地域学部専門科目の中から） ＊4単位まで

小　　　計 208 51単位以上修得
　　　　　　   合　　　計 268 合計 88単位以上修得
注１）インターンシップは， ２単位まで卒業要件として認定する。
注２）海外フィールド演習は１年次でも１プログラムまで履修することができる。ただしその場合は卒業要件外単位とする。
注３）「選択Ⅱ」の（全ての地域学部専門科目の中から）に，資格等に関する科目を含める。

1・1

3・3
1・1
6・6

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ３　年 ４　年

選択Ⅱ

3・3
3・3

1・1

1.5・1.5
1.5・1.5

1・1
1・1
1・1

3・3

2・2
1・1
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  　　地域学科　国際地域文化コース　教育課程表（令和２年度）

区　分  授　業　科　目 単位数 担当教員  備　　　　　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

地 域 学 入 門 2 2 関係教員

グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン 論 2 2 ギンナン

日 本 語 と 文 化 2 2 榎木
アカデミック・リーディング・ライティング１ 2 2 関係教員
アカデミック・リーディング・ライティング２ 2 2 関係教員

芸 術 文 化 形 成 論 2 2 筒井宏

国 際 地 域 文 化 序 説 2 2 関係教員

世 界 シ ス テ ム 論 2 2 (武田元)

西 欧 近 代 史 2 2

人 と 自 然 の 関 係 史 2 2 中原

現 代 文 化 社 会 論 2 2 川井田

地 域 調 査 プ ロ ジ ェ ク ト 4 関係教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

専 門 ゼ ミ Ⅰ （ 国 際 地 域 文 化 ） 2 2 全教員

専 門 ゼ ミ Ⅱ （ 国 際 地 域 文 化 ） 2 2 全教員

卒 業 研 究 8 全教員
小　　計 39 39単位修得

地 域 の 課 題 と 創 造 2 2 全教員（地域創造）

地 域 社 会 論 2 2 稲津

地 域 調 査 法 2 2 全教員（地域創造）

児 童 福 祉 論 2 2 畑

流 域 地 形 学 2 2 (小玉)

地 質 学 1 1 (菅森)

生 態 学 Ⅰ 1 1 (永松)

建 築 史 2 2 (浅井)

比 較 教 育 2 2 (柿内)

環 境 教 育 論 2 2 (大谷)

生 態 学 Ⅱ 1 1 (永松) ＊「生態学Ⅰ」修得者限定

自 然 災 害 論 2 2 (小玉)
小　　　計 21 4単位以上修得

日 本 古 典 文 学 概 論 2 2 久保

日 本 史 概 論 2 2 岸本

社 会 言 語 学 入 門 2 2 中尾
ビジュアル・アーツ入門（アーツ入門科目） 2 2 筒井宏･佐々木

日 本 近 代 文 学 概 論 2 2 岡村

歴 史 ・ 文 化 遺 産 論 2 2 高田・中原・李

ア メ リ カ 研 究 入 門 2 2 中

東 ア ジ ア 地 域 史 2 2 柳
パフォーミング・アーツ入門（アーツ入門科目） 2 2 西岡・五島・木野

日 本 近 代 文 学 2 2 岡村

中 国 古 典 文 化 論 2 2 (戸崎)

文 化 財 保 存 修 復 概 論 2 2 李

英 語 圏 文 学 と 文 化 2 2 長柄

フ ォ ー ク ロ ア と 民 族 文 化 2 2 内藤

東 ア ジ ア 文 化 史 2 2 柳

日 英 語 比 較 文 法 論 2 2 (福安)

食 文 化 論 2 2

実 践 英 語 Ⅰ 2 2 ギンナン

実 践 英 語 Ⅱ 2 2 ギンナン

ア ー ト マ ネ ジ メ ン ト 論 2 2 五島
ダ ン ス と 多 文 化 コ ミ ュ ニ テ ィ 2 2 木野

音 楽 と 多 文 化 コ ミ ュ ニ テ ィ 2 2

国 際 地 域 文 化 特 殊 講 義 Ⅰ 2 2 非常勤 隔年開講

国 際 地 域 文 化 特 殊 講 義 Ⅱ 2 2 非常勤 隔年開講
外国語としての日本語コミュニケーションI 2 2 非常勤 隔年開講
外国語としての日本語コミュニケーションII 2 2 (池田) 隔年開講

日 本 古 典 文 学 講 読 2 2 久保

日 本 語 と 地 域 2 2

考 古 学 入 門 2 2 高田

書 写 書 式 演 習 2 4 住川

ア フ リ カ 地 域 文 化 論 2 2 隔年開講

英 米 文 学 形 成 論 2 2 (和田)

文 化 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 論 2 2 川井田

視覚メディアと多文化コミュニティ 2 2 佐々木

デ ザ イ ン と 多 文 化 コ ミ ュ ニ テ ィ 2 2 （非常勤講師）

日 本 古 典 文 学 2 2 久保

日 本 現 代 文 学 2 2 岡村

日 本 語 と 近 代 2 2

漢 文 学 講 読 2 2 (戸崎)

書 道 教 育 論 2 2 住川

考 古 資 料 調 査 法 2 2 高田

国 際 交 流 と 異 文 化 理 解 2 2 ギンナン

ア メ リ カ 地 域 文 化 論 2 2 中

必　修

4・4

4・4

選択Ⅰ

選択 II

別表第２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

週　授　業　時　間　数

１　年 ２　年 ３　年 ４　年

― 19 ―



区　分  授　業　科　目 単位数 担当教員  備　　　　　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

実践外国語（中国語・韓国語）Ⅰ 2 2 柳

実践外国語（中国語・韓国語）Ⅱ 2 2 柳
ビジュアル・ア ーツ 実践 （デ ザイ ン） 2 2 （非常勤講師）

芸 術 学 実 践 2 2 筒井宏

ビジュアル・アーツ実践（視覚メディア） 2 2 佐々木

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

地 域 学 総 説 1 1 関係教員

日 本 近 代 史 2 2 岸本

古 環 境 調 査 法 2 2 中原

歴 史 資 料 保 存 論 2 2 李

英 語 学 概 論 2 2 中尾

英 米 文 学 講 読 2 2

ヨ ー ロ ッ パ 芸 術 文 化 史 2 2 内藤

伝 統 文 化 論 2 2 隔年開講

西 欧 に お け る 宗 教 と 社 会 2 2

ア ー ト マ ネ ジ メ ン ト 実 践 2 2 五島
パ フォ ー ミング ・ア ーツ 実践 （音 楽） 2 2
パフォーミング・アーツ実践（身体表現） 2 2 木野

国 際 地 域 文 化 特 殊 研 究 Ⅰ 2 2 関係教員

国 際 地 域 文 化 特 殊 研 究 Ⅱ 2 2 関係教員

国際地域文化調査実習（日本）Ⅰ 1 2 関係教員

国際地域文化調査実習（日本）Ⅱ 1 2 関係教員
国際地域文化調査実習（グローバル）Ⅰ 1 3 関係教員
国際地域文化調査実習（グローバル）Ⅱ 1 3 関係教員

国際地域文化調査実習（創造性）Ⅰ 1 2 関係教員

国際地域文化調査実習（創造性）Ⅱ 1 2 関係教員

地 域 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

地 域 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 2 教務部会

海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

海 外 フ ィ ー ル ド 演 習 1 教務部会

イ ン タ ー ン シ ッ プ 2 教務部会
イ ン タ ー ン シ ッ プ 1 教務部会
イ ン タ ー ン シ ッ プ 1 教務部会
融 合 ラ ボ 1 関係教員
（ 全 て の 地 域 学 部 専 門 科 目 の 中 か ら ） ＊8単位まで

小　　計 141 45単位以上修得
　　　　　　　 合　　　計 201 合計 88単位以上修得
注１）インターンシップは，２単位まで卒業要件として認定する。
注２）「選択Ⅱ」の（全ての地域学部専門科目の中から）から，演習・実験科目を除く。
注３）「選択Ⅱ」の（全ての地域学部専門科目の中から）に，資格等に関する科目を含める。

3・3
1.5・1.5
1.5・1.5

1・1

注４）海外フィールド演習は１年次でも１プログラムまで履修することができる。ただしその場合は卒業要件外単位とする。

選択 II

1・1
2・2
1・1
1・1

1・1

週　授　業　時　間　数

１　年 ２　年 ３　年 ４　年
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別表第２－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格等に関する科目（令和２年度）

  教員免許状（中学・高等学校）に係る授業科目

授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

公 民 学 習 指 導 論 Ⅰ 2 2 高橋他

公 民 学 習 指 導 論 Ⅱ 2 2 高橋他

地 理 ・ 歴 史 学 習 指 導 論 Ⅰ 2 2 高橋他

地 理 ・ 歴 史 学 習 指 導 論 Ⅱ 2 2 高橋他

国 語 学 習 指 導 分 析 Ⅰ 2 2 小笠原

国 語 学 習 指 導 設 計 Ⅰ 2 2 小笠原

国 語 学 習 指 導 分 析 Ⅱ 2 2 住川

国 語 学 習 指 導 設 計 Ⅱ 2 2 住川

国 語 学 習 内 容 学 研 究 2 2 小笠原

英 語 学 習 指 導 分 析 Ⅰ 2 2

英 語 学 習 指 導 設 計 Ⅰ 2 2

英 語 学 習 指 導 分 析 Ⅱ 2 2

英 語 学 習 指 導 設 計 Ⅱ 2 2

教 職 実 践 演 習 （ 中 ・ 高 ） 2 2 関係教員

中 等 教 育 実 習 Ⅰ 4 教務部会 中・主免許実習

中 等 教 育 実 習 Ⅱ 2 教務部会 高・主免許実習

中 等 教 育 実 習 Ⅲ 2 教務部会 中・副免許実習

教 職 入 門 （ 中 等 ） 2 2 (柿内)他

特 別 支 援 教 育 （ 中 等 ） 2 2 小林・三木・谷中

教 育 相 談 （ 中 等 ） 2 2 (石本)

生徒指導・キャリア形成支援論 2 2 (石本)

教 育 実 習 指 導 （ 中 等 ） 1 1 関係教員

特別活動と総合的な学習（中等） 2 2 石山

道 徳 教 育 論 （ 中 等 ） 2 2 山根

小　　　計 49

　学校図書館司書教諭の資格に係る授業科目

授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

学 校 経 営 と 学 校 図 書 館 2 (宍道) 隔年開講

学 校 図 書 館 メ デ ィ ア の 構 成 2 (石黒) 隔年開講

学 習 指 導 と 学 校 図 書 館 2 (宍道) 隔年開講

読 書 と 豊 か な 人 間 性 2 (宍道) 隔年開講

図 書 メ デ ィ ア の 活 用 2 (石黒) 隔年開講

小　　　計 10

　学芸員の資格に係る授業科目

授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

博 物 館 概 論 2 2 (西本)

博 物 館 資 料 論 2 2 (非常勤講師)

博 物 館 展 示 論 2 2 (越前)

博 物 館 の 活 用 と 教 育 Ⅰ 1 1 高田

博 物 館 の 活 用 と 教 育 Ⅱ 1 1 高田

博 物 館 実 習 Ⅰ 1 2 関係教員 学内実習

博 物 館 実 習 Ⅲ 1 教務部会 館園実習＊履修条件あり

小　　　計 10

　日本語教員の資格に係る授業科目

授　業　科　目 単位数 担当教員 備　　考
前 後 前 後 前 後 前 後

外国語としての日本語教育の実践Ⅰ 2 2 (御舘) 隔年開講

外国語としての日本語教育の実践Ⅱ 2 2 (非常勤講師) 隔年開講

小　　　計 4

１　年 ２　年 ３　年 ４　年

1・1
1・1

1・1

1・1

1・1

週　授　業　時　間　数

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ３　年 ４　年

週　授　業　時　間　数

週　授　業　時　間　数
１　年 ２　年 ３　年 ４　年

１　年 ２　年 ３　年 ４　年

1・1
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３．鳥取大学地域学部単位認定規程 

           

第１条 鳥取大学地域学部における授業科目の単位の認定の基礎となる１単位当たりの授業時間数は，鳥 

 取大学単位認定規則（平成５年鳥取大学規則第２号）第２条第２項の規定に基づき次のとおりとする。 

 一 講義     １５時間 

 二 演習     １５時間又は３０時間 

 三 実験・実習  ３０時間又は４５時間 

２ 卒業研究については，鳥取大学地域学部履修規程（平成１６年鳥取大学地域学部規則第１号）及び鳥

 取大学地域学部卒業研究取扱規程（平成１６年鳥取大学地域学部規則第５号）による。 

第２条 学生の出席時間数が前条第１項の規定の５分の４に満たないものについては，単位の認定は行わ

 ない。 

  ただし，特別の事情を届け出て認可を得たものにあっては，５分の３以上出席したものについても，

 単位の認定を行うことができる。 

第３条 単位の認定は，筆記試験・論文・報告書及び平常成績等によって行う。 

第４条 単位の認定は，１００点満点による６０点以上をもって合格とする。 

２ 成績は，Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆをもって表す。Ａは９０点以上，Ｂは８９点～８０点，Ｃは７９点～ 

 ７０点，Ｄは６９点～６０点，Ｆは５９点以下とする。 

第５条 第２条の条件を満たした者で，病気その他特別の事情により定期試験を受けられなかった者は，

 追試験を受けることができる。 

第６条 追試験を受けようとする者は，学期試験終了後１週間以内に，追試験願を担当教員の承認を経て

 学部長に提出しなければならない。 

第７条 再試験の取扱いについては，鳥取大学地域学部再試験規程（平成１６年鳥取大学地域学部規則第

 ３号）による。 

第８条 筆記試験・論文及び報告書等において不正行為があった場合は，当該期の単位はすべて認めない。

 この場合の不正行為の認定は，教授会が行う。 

第９条 派遣学生及び特別聴講学生の単位の認定は，鳥取大学地域学部派遣学生・特別聴講学生規程（平

 成１６年鳥取大学地域学部規則第８号）による。 

  

     附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

     附 則 

  この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 
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４．鳥取大学地域学部再試験規程 

 

第１条 ４年次学生に対する再試験は，卒業資格判定時に全学共通科目については２科目４単位以内，専

 門科目については２科目４単位以内の単位が不足する者に対し，その判定を受けた年次において受験し

 た科目に限り，本人の願い出により行う。 

２ 実験・実技・実習及び演習（演習のうち全学共通科目の外国語及び特に指定するものを除く。）につ

 いてはこれを行わない。 

３ ３年次学生に対する再試験は，隔年で開講する必修の授業科目のうち，専門科目２科目４単位以内の

 単位については，その期に受験した科目に限り，本人の願い出により許可することがある。ただし，実

 験・実技・実習及び演習については，前項に準ずる。 

第２条 再試験を受けようとする者は，再試験願を，４年次学生にあっては卒業延期が発表された日から，

 ３年次学生にあっては成績一覧表の交付日から，それぞれ１週間以内に，担当教員の承認を経て，学部

 長に提出しなければならない。 

第３条 再試験は，同一授業科目について１回限りとし，願い出後，可能な限り速やかに実施する。 

第４条 再試験に合格した場合の成績は，６０点とする。 

 

      附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 
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４．鳥取大学地域学部再試験規程 

 

第１条 ４年次学生に対する再試験は，卒業資格判定時に全学共通科目については２科目４単位以内，専

 門科目については２科目４単位以内の単位が不足する者に対し，その判定を受けた年次において受験し

 た科目に限り，本人の願い出により行う。 

２ 実験・実技・実習及び演習（演習のうち全学共通科目の外国語及び特に指定するものを除く。）につ

 いてはこれを行わない。 

３ ３年次学生に対する再試験は，隔年で開講する必修の授業科目のうち，専門科目２科目４単位以内の

 単位については，その期に受験した科目に限り，本人の願い出により許可することがある。ただし，実

 験・実技・実習及び演習については，前項に準ずる。 

第２条 再試験を受けようとする者は，再試験願を，４年次学生にあっては卒業延期が発表された日から，

 ３年次学生にあっては成績一覧表の交付日から，それぞれ１週間以内に，担当教員の承認を経て，学部

 長に提出しなければならない。 

第３条 再試験は，同一授業科目について１回限りとし，願い出後，可能な限り速やかに実施する。 

第４条 再試験に合格した場合の成績は，６０点とする。 

 

      附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

５．鳥取大学地域学部転コース選考規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は，鳥取大学地域学部地域学科に在籍する学生が，その所属するコースを変更しようと

する場合（以下「転コース」という。）の手続を定め，公正な転コース手続の実現を目的とする。 

 （転コースの申請資格） 

第２条 次に掲げる要件を満たす学生は，転コースの申請（以下「申請」という。）をすることができる。 

 (1) 転コースを希望するに充分な理由があること。 

 (2) 当該年度の前期終了時において１期当たり１５単位以上を修得していること。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず，学修上やむを得ない事情がある学生は，その理由を明らかにして，

 申請をすることができる。 

 （転コースの申請） 

第３条 転コースを希望する学生は，その理由を明記して，所属コース長の許可を得たのち，当該年度の

 定められた期日までに地域学部長へ申請をしなければならない。 

 （転コース試験） 

第４条 転コース試験の手段，内容，実施方法及び評価方法は，希望先コースが決定する。 

 （承認） 

第５条 転コースの承認については，希望先コースの転コース試験の結果を基に，関係コースの協議に基

 づき，教務部会で審議のうえ，教授会の議を経るものとする。 

 （事務） 

第６条 転コースに係る事務は，教務係において処理する。 

 

      附 則 

 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

鳥取大学地域学部転コース選考申し合わせ 

 

                                                 （平成２９年３月３日 教授会承認） 

１．鳥取大学地域学部転コース選考規程の第２条における，具体的な点数，条件等は，各コースで定める

 ものとする。ただし，取得単位の平均点は７５点以上が望ましい。 

２．第３条の期日は，掲示等で周知することとする。 

なお，当分の間は１０月１日から１１月３０日までとする。 

３．その他詳細については，各コースで定めるものとする。 
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６．鳥取大学地域学部卒業研究取扱規程 

 

第１条 学生は，４年次に卒業研究に関する論文（以下「卒業論文」という。）１編を提出するとともに，そ

 の内容について発表しなければならない。 

第２条 学生は，所属するコースの専任教員の中から卒業研究の指導を受けるものとする。 

２ 前項以外の教員の指導を学生が希望する場合は，コースが教育上の必要性に基づき決定するものとする。 

３ 各コースで定められた所定の授業科目の単位を取得していない学生は，指導教員を定めることができない。 

第３条 卒業研究の指導教員の届出は，次の順序により行うものとする。 

  (1) 学生は，３年次の１２月１日から１２月１０日までの間に卒業研究の指導を希望する教員に，その旨を

  申し出なければならない。 

  (2) 学生は，前条第２項の規定により指導教員を定めようとする場合は，前号の申し出と同時にその旨をコ

  ース長に申出なければならない。 

  (3) 学生は，３年次の２月末日までに指導教員を学部長に届け出なければならない。 

第４条 学生は，４年次に卒業研究に関する履修計画を立案し，指導教員の承認を得なければならない。 

第５条 卒業研究の題目は，指導教員の承認を得て，４年次の４月２１日から４月３０日までの間に学部長に

 届け出なければならない。 

  ただし，１０月の届出を認める場合がある。この場合の届出は，１０月３１日までとする。 

２ 前項での届け出をする場合には，３年以上在学し（休学期間はこれに含めない。），さらに卒業要件の単

 位のうち，全学共通科目の単位３２単位以上，専門科目の単位６０単位以上修得していなければならない。 

３ 卒業研究の題目を変更した場合は，指導教員の承認を得て，卒業論文提出時に学部長に届け出なければな

 らない。 

第６条 卒業論文は，１月３１日までに学部長に提出しなければならない。ただし，１月３１日が土曜日にあ

 たるときはその翌々日，日曜日のときは翌日を該当する日に読み替えるものとする。 

２ 前項の期間に卒業論文を提出できなかった学生は，同一指導教員による同一題目に限り，指導教員の承認

 を得て卒業研究を継続し，６か月後に卒業論文を提出できるものとする。この場合，３月２０日までに卒業

 研究継続届を学部長に提出しなければならない。 

第７条 卒業研究の発表は，各コースで定める日に行うものとする。 

第８条 卒業研究の審査は，指導教員を含む二人以上の教員によって行う。 

２ 審査は，卒業論文，口述試験及び卒業研究の発表によって行い，その方法等については各コースにおいて

 決定するものとする。 

３ 審査の結果，不合格となった学生については，第６条第２項の規定を適用する。 

      附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 １．この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 ２．平成２９年３月３１日以前の入学者については，この規程施行による改正後の規定（第５条第３項の規

  定を除く。）にかかわらず，なお従前の例による。 
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６．鳥取大学地域学部卒業研究取扱規程 

 

第１条 学生は，４年次に卒業研究に関する論文（以下「卒業論文」という。）１編を提出するとともに，そ

 の内容について発表しなければならない。 

第２条 学生は，所属するコースの専任教員の中から卒業研究の指導を受けるものとする。 

２ 前項以外の教員の指導を学生が希望する場合は，コースが教育上の必要性に基づき決定するものとする。 

３ 各コースで定められた所定の授業科目の単位を取得していない学生は，指導教員を定めることができない。 

第３条 卒業研究の指導教員の届出は，次の順序により行うものとする。 

  (1) 学生は，３年次の１２月１日から１２月１０日までの間に卒業研究の指導を希望する教員に，その旨を

  申し出なければならない。 

  (2) 学生は，前条第２項の規定により指導教員を定めようとする場合は，前号の申し出と同時にその旨をコ

  ース長に申出なければならない。 

  (3) 学生は，３年次の２月末日までに指導教員を学部長に届け出なければならない。 

第４条 学生は，４年次に卒業研究に関する履修計画を立案し，指導教員の承認を得なければならない。 

第５条 卒業研究の題目は，指導教員の承認を得て，４年次の４月２１日から４月３０日までの間に学部長に

 届け出なければならない。 

  ただし，１０月の届出を認める場合がある。この場合の届出は，１０月３１日までとする。 

２ 前項での届け出をする場合には，３年以上在学し（休学期間はこれに含めない。），さらに卒業要件の単

 位のうち，全学共通科目の単位３２単位以上，専門科目の単位６０単位以上修得していなければならない。 

３ 卒業研究の題目を変更した場合は，指導教員の承認を得て，卒業論文提出時に学部長に届け出なければな

 らない。 

第６条 卒業論文は，１月３１日までに学部長に提出しなければならない。ただし，１月３１日が土曜日にあ

 たるときはその翌々日，日曜日のときは翌日を該当する日に読み替えるものとする。 

２ 前項の期間に卒業論文を提出できなかった学生は，同一指導教員による同一題目に限り，指導教員の承認

 を得て卒業研究を継続し，６か月後に卒業論文を提出できるものとする。この場合，３月２０日までに卒業

 研究継続届を学部長に提出しなければならない。 

第７条 卒業研究の発表は，各コースで定める日に行うものとする。 

第８条 卒業研究の審査は，指導教員を含む二人以上の教員によって行う。 

２ 審査は，卒業論文，口述試験及び卒業研究の発表によって行い，その方法等については各コースにおいて

 決定するものとする。 

３ 審査の結果，不合格となった学生については，第６条第２項の規定を適用する。 

      附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 １．この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

 ２．平成２９年３月３１日以前の入学者については，この規程施行による改正後の規定（第５条第３項の規

  定を除く。）にかかわらず，なお従前の例による。 

 

 

７．鳥取大学地域学部聴講生及び科目等履修生規程 

 

第１条 この規程は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号）第５５条の規定に基づく聴講生

 及び科目等履修生の取扱いについて定める。 

第２条 聴講生及び科目等履修生を志願する者は，次に掲げる書類を所定の期間内に提出しなければなら

ない。ただし，本学の大学院生は第３号及び第４号の書類を省略することができる。 

  一 入学志願票 

 二 履歴書 

 三 卒業（修了）証明書 

 四 所属長の承諾書（現職者の場合） 

第３条 聴講及び履修を志願した授業科目のうち，学生の学修に妨げのあるものについては，聴講及び履

修を許可しない。 

第４条 聴講生及び科目等履修生は，入学を許可された日から定められた期間内に所定の手続きをしなけ

ればならない。 

第５条 科目等履修生の単位認定については，鳥取大学地域学部単位認定規程に定めるところによる。 

２  聴講生に対する単位認定は行わない。 

第６条 受講手続，その他受講に関することは，鳥取大学地域学部履修規程の定めるところによる。 

 

      附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２８年１月１日から施行する。 

 

 

鳥取大学地域学部聴講生及び科目等履修生の実験，実習，演習科目の 

      履修に関する申し合わせ 

                              平成２４年２月９日教務部会承認 

 

 聴講生・科目等履修生の実験，実習，演習の受講に関する申し合わせを次のように定める。 

 

１ 聴講生の実験，実習，演習の授業科目の聴講は原則として認めない。 

２ 科目等履修生の実験，実習，演習の授業科目の履修は，学生の学修の妨げにならない限りにおいて，

 これを認める。 

３ ２に関わらず，科目等履修生の教育実習及び博物館実習Ⅲの履修については以下のとおりとする。 

（１）他大学を卒業した科目等履修生（ただし，鳥取大学大学院に在学中のものを除く）の教育実習の履 

  修は原則として認めない。 

（２）教育実習の実習校，実習の履修要件，実習の単位認定については，学部学生と同様とする。 

（３）博物館実習Ⅲを受講しようとする科目等履修生は，あらかじめ，実習受け入れについて博物館等の

  内諾を得ていなければならない。 

（４）博物館実習Ⅲの履修要件，単位認定については，学部学生と同様とする。 
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８．鳥取大学地域学部派遣学生・特別聴講学生規程 

 

第１条 この規程は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下「学則」という。）第２９

 条及び第５４条の規定に基づき，その実施に関し，必要な事項を定める。 

第２条 この規程において，「派遣学生」とは，鳥取大学地域学部（以下「本学部」という。）の学生で，

 本学部の教育課程の一環として，他の大学又は外国の大学（それぞれ短期大学を含む。以下同じ。） 

 （以下「他大学等」という。）の授業科目を履修する者をいう。 

２  「特別聴講学生」とは，他大学等の学生で，当該大学の教育課程の一環として，本学部の授業科目を

 履修する者をいう。 

３ 「他大学の長」とは，大学間協議における協議機関の長をいう。 

第３条 この規程において，「大学間協議」とは，派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについて，あらか

 じめ，本学部と当該他大学等との間で，履修できる授業科目の範囲，対象となる学生数，単位の認定方

 法，授業料等の費用の取扱い，その他，必要な措置に関して行う協議をいう。 

２ 前項の大学間協議は，教授会の議を経て，学部長が行う。 

第４条 派遣学生の取扱いは，大学間協議が成立したものについて行う。ただし，外国の大学にあって，

 やむを得ない事情があるときは，この限りでない。 

第５条 派遣学生を志願する者は，派遣学生許可願に，大学間協議に基づく必要書類を添えて，学部長に

 願い出なければならない。 

第６条 前条の願い出があったときは，教授会の議を経て，学部長が当該他大学等の長と協議のうえ，派

 遣を許可する。ただし，外国の大学に留学を志願する学生については，学則第４６条第１項による。 

第７条 派遣学生の履修期間は，１学年以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情により履修期間の延長を願い出たときは，教授会の議を

 経て，学部長が当該大学等の長と協議のうえ，許可することができる。ただし，履修期間は，通算して

 ２年を超えることができない。 

第８条 前条に規定する履修期間は，本学の修業年限及び在学期間に算入する。 

第９条 派遣学生が他大学等で修得した単位は，６０単位を超えない範囲で，本学部で修得したものとみ

 なすことができる。 

２ 前項の単位の認定は，当該他大学等の学業成績証明書等により，教授会が行う。 

第１０条 前条の単位は，授業時間数及び講義形式等を考慮したうえで，本学部の単位に換算する。 

２ 単位制をとらない外国の大学における学修成果の単位換算は，前項を準用する。 

３ 前２項の換算は，教授会が決定する。   

第１１条  派遣学生は，履修期間が終了したときは，直ちに，所定の報告書を学部長に提出しなければな

 らない。ただし，外国の大学に留学した派遣学生にあっては，帰国の日から１か月以内に学部長を経て，

 学長に提出しなければならない。 

第１２条  派遣学生は，派遣期間中も学則に定める授業料を本学に納付しなければならない。 

第１３条 派遣学生が次の各号の一に該当する場合は，学部長は当該他大学等の長と協議のうえ，学長の

 承認を得て，派遣許可を取り消すことがある。 

 (1) 履修の実が，あがらないと認めたとき。 
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８．鳥取大学地域学部派遣学生・特別聴講学生規程 

 

第１条 この規程は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下「学則」という。）第２９

 条及び第５４条の規定に基づき，その実施に関し，必要な事項を定める。 

第２条 この規程において，「派遣学生」とは，鳥取大学地域学部（以下「本学部」という。）の学生で，

 本学部の教育課程の一環として，他の大学又は外国の大学（それぞれ短期大学を含む。以下同じ。） 

 （以下「他大学等」という。）の授業科目を履修する者をいう。 

２  「特別聴講学生」とは，他大学等の学生で，当該大学の教育課程の一環として，本学部の授業科目を

 履修する者をいう。 

３ 「他大学の長」とは，大学間協議における協議機関の長をいう。 

第３条 この規程において，「大学間協議」とは，派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについて，あらか

 じめ，本学部と当該他大学等との間で，履修できる授業科目の範囲，対象となる学生数，単位の認定方

 法，授業料等の費用の取扱い，その他，必要な措置に関して行う協議をいう。 

２ 前項の大学間協議は，教授会の議を経て，学部長が行う。 

第４条 派遣学生の取扱いは，大学間協議が成立したものについて行う。ただし，外国の大学にあって，

 やむを得ない事情があるときは，この限りでない。 

第５条 派遣学生を志願する者は，派遣学生許可願に，大学間協議に基づく必要書類を添えて，学部長に

 願い出なければならない。 

第６条 前条の願い出があったときは，教授会の議を経て，学部長が当該他大学等の長と協議のうえ，派

 遣を許可する。ただし，外国の大学に留学を志願する学生については，学則第４６条第１項による。 

第７条 派遣学生の履修期間は，１学年以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情により履修期間の延長を願い出たときは，教授会の議を

 経て，学部長が当該大学等の長と協議のうえ，許可することができる。ただし，履修期間は，通算して

 ２年を超えることができない。 

第８条 前条に規定する履修期間は，本学の修業年限及び在学期間に算入する。 

第９条 派遣学生が他大学等で修得した単位は，６０単位を超えない範囲で，本学部で修得したものとみ

 なすことができる。 

２ 前項の単位の認定は，当該他大学等の学業成績証明書等により，教授会が行う。 

第１０条 前条の単位は，授業時間数及び講義形式等を考慮したうえで，本学部の単位に換算する。 

２ 単位制をとらない外国の大学における学修成果の単位換算は，前項を準用する。 

３ 前２項の換算は，教授会が決定する。   

第１１条  派遣学生は，履修期間が終了したときは，直ちに，所定の報告書を学部長に提出しなければな

 らない。ただし，外国の大学に留学した派遣学生にあっては，帰国の日から１か月以内に学部長を経て，

 学長に提出しなければならない。 

第１２条  派遣学生は，派遣期間中も学則に定める授業料を本学に納付しなければならない。 

第１３条 派遣学生が次の各号の一に該当する場合は，学部長は当該他大学等の長と協議のうえ，学長の

 承認を得て，派遣許可を取り消すことがある。 

 (1) 履修の実が，あがらないと認めたとき。 

 

 (2)  本学及び当該他大学等の規則に違背する行為があったとき。 

 (3)  授業料，その他の費用の納付の義務を怠ったとき。 

第１４条 第４条，第６条本文，第７条及び第１３条の規定は，特別聴講学生に準用する。この場合にお

 いて，第４条，第７条及び第１３条中｢派遣学生｣とあるのは，「特別聴講学生」と，第６条本文及び第

 １３条「派遣」とあるのは，「受け入れ」と読み替えるものとする。 

第１５条 特別聴講学生を志願する者は，次の書類を毎学期始め２か月前（外国の大学の学生の場合は，

 原則として６か月前）までに，当該他大学等の長を通じて，学部長に提出しなければならない。 

   特別聴講学生入学願・履歴書・在学証明書・学業成績証明書・他大学等の長の推薦書・健康診断書・

 身元保証書 

第１６条 学部長は，特別聴講学生の受入れを許可したときは，当該他大学等の長を経て，本人にその旨

 通知する。 

第１７条 特別聴講学生は，大学間協議に基づき，本学部の授業科目を，６０単位を超えない範囲内で履

 修することができる。 

第１８条  特別聴講学生には，前条の範囲内で，鳥取大学地域学部単位認定規程により，所定の単位を与

 えるものとする。 

第１９条  特別聴講学生は，所定の学生証の交付を受け，常に携帯しなければならない。 

第２０条  特別聴講学生にかかる検定料，入学料及び授業料については，学則第８章による。 

第２１条  受講に関する手続，その他聴講に関することはすべて履修規程による。 

第２２条  この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し，必要な事項は別に定める。 

 

      附 則 

  この規程は，平成１６年４月９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

 

 

鳥取大学地域学部特別聴講学生の実験，実習，演習科目の履修に関する申し合わせ 

 

                              平成２７年１月８日教務部会承認 

 

 特別聴講学生の実験，実習，演習の受講に関する申し合わせを次のように定める。 

 

１ 特別聴講学生の実験，実習，演習の授業科目の聴講は原則として認めない。 

２ １に関わらず，学生の学修の妨げにならない限りにおいて担当教員の承諾がある場合，これを認める。 
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９．鳥取大学地域学部教育実習の履修要件等に関する申し合わせ 

                           

                            平成１９年１１月１５日教務部会承認  

                            平成２２年７月８日教務部会改正 

                            平成２９年２月９日教務部会改正 

令和２年２月６日教務部会改正 

 

 

 地域学部学生が教育実習を履修する場合の履修要件等を次のように定める。 

 

１ 教育実習を履修しようとする学生は，以下の単位を修得していなければならない。 

（１）総単位数 

① 特別支援学校教育実習 ３０単位以上（１年次終了時までに） 

    ②  その他の教育実習   ６０単位以上（２年次終了時までに） 

（２）学校種別の必要単位（履修中を含んでもよいこととする） 

 ①  小学校教育実習 「各教科の指導法」３科目６単位以上 

 ②  中学校教育実習・高等学校教育実習 「各教科の指導法」２単位以上（実習する教科に限る） 

 ③  特別支援学校教育実習 「特別支援教育に関する科目」４単位以上 

 ④  幼稚園教育実習 「保育のカリキュラムと方法」２単位及び「保育内容の指導法」 

     ２領域４単位以上 

２ 教育実習の単位の認定は，全学の教育実習企画・評価会議の評価結果をもとに，教務部会が行う。 
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９．鳥取大学地域学部教育実習の履修要件等に関する申し合わせ 

                           

                            平成１９年１１月１５日教務部会承認  

                            平成２２年７月８日教務部会改正 

                            平成２９年２月９日教務部会改正 

令和２年２月６日教務部会改正 

 

 

 地域学部学生が教育実習を履修する場合の履修要件等を次のように定める。 

 

１ 教育実習を履修しようとする学生は，以下の単位を修得していなければならない。 

（１）総単位数 

① 特別支援学校教育実習 ３０単位以上（１年次終了時までに） 

    ②  その他の教育実習   ６０単位以上（２年次終了時までに） 

（２）学校種別の必要単位（履修中を含んでもよいこととする） 

 ①  小学校教育実習 「各教科の指導法」３科目６単位以上 

 ②  中学校教育実習・高等学校教育実習 「各教科の指導法」２単位以上（実習する教科に限る） 

 ③  特別支援学校教育実習 「特別支援教育に関する科目」４単位以上 

 ④  幼稚園教育実習 「保育のカリキュラムと方法」２単位及び「保育内容の指導法」 

     ２領域４単位以上 

２ 教育実習の単位の認定は，全学の教育実習企画・評価会議の評価結果をもとに，教務部会が行う。 

 

 

．鳥取大学地域学部における専門科目の成績評価に関する申し合わせ
 

平成２７年 １月 ８日 
第１７回教務部会承認 

（趣旨） 
第１ この申合せは、鳥取大学地域学部における専門科目の成績評価に関し、必要な事項を

定めるものとする。 
 
（成績の評価基準） 
第２ 専門科目の成績は、次の基準に基づき評価するものとする。 
 

評 価 評 点 基 準

合格

～ 修得した知識・技能を相互に関連付けて応用できる。

～ 基礎知識・技能を発展させた知識・技能を修得している。

～ 到達目標を達成し、基礎知識・技能を修得している。

～
到達目標を達成し、最低限必要な基礎知識・技能を修得してい

る。

不合格 ～
到達目標を達成していない、また授業の基礎知識・技能を修得

できていない。

〈合否による科目〉

評 価 基 準

合格 到達目標を達成している。

不合格 到達目標を達成していない。

 
［成績の評価（単位の認定）ができない科目］ 
 
不履修 

 
Ｅ 

履修登録は行ったが、「鳥取大学単位認定規則」で定める出席回数に達してい

ない。または、単位の認定試験を受験していない（論文及びレポート等の未提

出を含む。）。 
 
 
（成績評価基準と方法の周知） 
第３ 専門科目の授業担当教員は、各授業科目の成績評価の基準と方法をシラバスに明記

するとともに、各授業において、到達目標と関連づけながら授業内容に基づき具体的に説

明するものとする。 
 
（成績の報告） 
第４ 専門科目の授業担当教員は、各学期の指定された期日までに、所定の方法により成績

を報告するものとする。 
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（成績評価に対する疑義申立て） 
第５ 学生が、自らの成績評価に関して、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合 
は、当該授業科目の成績公開後原則として 1 週間以内に「成績評価確認願」（別紙様式）

により申立てを行うことができる。 
一 成績の誤記入等、明らかに授業担当教員の誤りであると思われるもの 
二 シラバス等に記載されている到達目標、成績の評価方法と基準等から、明らかに成績

評価について疑義があると思われるもの 
 
（疑義申立てへの対応） 
第６ 学生から成績評価に関する疑義申立てがあった場合の対応は、地域学部副学部長（教

務担当）を責任者とし、疑義申立ての窓口は、地域学部教務係とする。 
２ 責任者は、申立ての内容を確認し、必要に応じて当該学生に面談等を実施した上で、速

やかに授業担当教員に対し成績評価に関する回答を求めるものとする。ただし、申立て内

容が、明らかに第５に定める申立てが可能な場合に該当しないと責任者が判断したとき

は、当該学生にその旨を通知する。 
３ 授業担当教員は、責任者から回答を求められた場合、原則として１週間以内に回答を行

うものとする。 
４ 責任者は、授業担当教員からの回答内容を確認し、必要な場合は、当該教員に面談等を

実施して調整を行った上で、その結果を、申立てのあった日から原則として２週間以内に、

当該学生に通知するものとする。 
なお、授業担当教員との調整が困難である場合、地域学部長が判断するものとする。 

 
（成績評価の修正等） 
第７ 疑義申立ての結果及びその他特別な事情により成績評価の修正等が生じた場合、授

業担当教員は地域学部教務係において成績修正の手続きを行うものとする。 
 
（その他） 
第８ この申合せに定めるもののほか、専門科目の成績評価に関し必要な事項は、教務部会

において審議し決定するものとする。 
 
 

附 記 
この申し合わせは、平成２７年 １月 ８日から施行する。 

附 記 
この申し合わせは、平成２８年 ２月 ４日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、平成３０年 ３月 ８日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、平成３１年 ２月 ７日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、令和２年 ２月 ６日から施行する。 
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（成績評価に対する疑義申立て） 
第５ 学生が、自らの成績評価に関して、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合 
は、当該授業科目の成績公開後原則として 1 週間以内に「成績評価確認願」（別紙様式）

により申立てを行うことができる。 
一 成績の誤記入等、明らかに授業担当教員の誤りであると思われるもの 
二 シラバス等に記載されている到達目標、成績の評価方法と基準等から、明らかに成績

評価について疑義があると思われるもの 
 
（疑義申立てへの対応） 
第６ 学生から成績評価に関する疑義申立てがあった場合の対応は、地域学部副学部長（教

務担当）を責任者とし、疑義申立ての窓口は、地域学部教務係とする。 
２ 責任者は、申立ての内容を確認し、必要に応じて当該学生に面談等を実施した上で、速

やかに授業担当教員に対し成績評価に関する回答を求めるものとする。ただし、申立て内

容が、明らかに第５に定める申立てが可能な場合に該当しないと責任者が判断したとき

は、当該学生にその旨を通知する。 
３ 授業担当教員は、責任者から回答を求められた場合、原則として１週間以内に回答を行

うものとする。 
４ 責任者は、授業担当教員からの回答内容を確認し、必要な場合は、当該教員に面談等を

実施して調整を行った上で、その結果を、申立てのあった日から原則として２週間以内に、

当該学生に通知するものとする。 
なお、授業担当教員との調整が困難である場合、地域学部長が判断するものとする。 

 
（成績評価の修正等） 
第７ 疑義申立ての結果及びその他特別な事情により成績評価の修正等が生じた場合、授

業担当教員は地域学部教務係において成績修正の手続きを行うものとする。 
 
（その他） 
第８ この申合せに定めるもののほか、専門科目の成績評価に関し必要な事項は、教務部会

において審議し決定するものとする。 
 
 

附 記 
この申し合わせは、平成２７年 １月 ８日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、平成２８年 ２月 ４日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、平成３０年 ３月 ８日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、平成３１年 ２月 ７日から施行する。 
附 記 

この申し合わせは、令和２年 ２月 ６日から施行する。 
 
 
 

 
 

．鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程による

単位の認定に係る申し合わせ 
（平成３０年９月１３日教務部会承認） 

 
 
地域学部に在籍する外国人留学生が修得した日本語・日本事情に関する授業科目の単位について，鳥

取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程※（平成5年鳥取大学規則第4号）

第３条の規定に基づき単位の認定をするに当たっては，同条第 1 号に規定する「教養科目」は，「教養科

目」の科目区分のうち「基幹科目（人文・社会分野）」及び「主題科目」に限るものとする。 
 
※外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程は P.37 に掲載。 
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．鳥取大学全学共通科目履修規則

（趣旨）

第１条 この規則は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下「学則」という。）第２４条第３項の

規定に基づき，全学共通科目の授業科目，履修方法及び試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

（全学共通科目及び一般教養科目の科目区分）

第２条 全学共通科目は，農学部共同獣医学科を除く学部及び学科を対象とし，その科目区分は，次のとおりとする。

入門科目

大学入門ゼミ

情報リテラシ

キャリア入門

教養科目

基幹科目

人文・社会分野

自然分野

実験演習分野

主題科目

人間と文化

人間と科学

人間と環境

健康と生命

世界と地域

教養ゼミナール

キャリア科目

外国語科目

健康スポーツ科目

２ 一般教養科目は，農学部共同獣医学科を対象とし，その科目区分は，次のとおりとする。

大学教育導入科目群

人文・社会科学科目群

自然科学科目群

複合領域科目群

外国語科目群

（開設授業科目，単位数及び履修年次）

第３条 全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに修得すべき単位数及び履修年次等については，別に定める。

２ 全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに開設する授業科目及び単位数は，鳥取大学教育支援委員会（以

下「教育支援委員会」という。）において開設年度の前年度末までに決定する。なお，特に必要と認められる授業

科目については，その決定後においても補充することができる。

（外国人留学生の履修及び海外実践教育科目履修の特例）

第４条 第２条に規定するもののほか，外国人留学生のために，日本語・日本事情に関する授業科目を置き，当該授

業科目の履修については，鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程（平成５年鳥取

大学規則第４号）で定める。
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．鳥取大学全学共通科目履修規則

（趣旨）

第１条 この規則は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下「学則」という。）第２４条第３項の

規定に基づき，全学共通科目の授業科目，履修方法及び試験等に関し必要な事項を定めるものとする。

（全学共通科目及び一般教養科目の科目区分）

第２条 全学共通科目は，農学部共同獣医学科を除く学部及び学科を対象とし，その科目区分は，次のとおりとする。

入門科目

大学入門ゼミ

情報リテラシ

キャリア入門

教養科目

基幹科目

人文・社会分野

自然分野

実験演習分野

主題科目

人間と文化

人間と科学

人間と環境

健康と生命

世界と地域

教養ゼミナール

キャリア科目

外国語科目

健康スポーツ科目

２ 一般教養科目は，農学部共同獣医学科を対象とし，その科目区分は，次のとおりとする。

大学教育導入科目群

人文・社会科学科目群

自然科学科目群

複合領域科目群

外国語科目群

（開設授業科目，単位数及び履修年次）

第３条 全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに修得すべき単位数及び履修年次等については，別に定める。

２ 全学共通科目及び一般教養科目の科目区分ごとに開設する授業科目及び単位数は，鳥取大学教育支援委員会（以

下「教育支援委員会」という。）において開設年度の前年度末までに決定する。なお，特に必要と認められる授業

科目については，その決定後においても補充することができる。

（外国人留学生の履修及び海外実践教育科目履修の特例）

第４条 第２条に規定するもののほか，外国人留学生のために，日本語・日本事情に関する授業科目を置き，当該授

業科目の履修については，鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程（平成５年鳥取

大学規則第４号）で定める。

２ 第２条に規定するもののほか，海外の教育研究機関と連携し，海外において教育を実施するために，海外実践教

育科目を置き，当該授業科目の履修については，鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程（平成

年鳥取大学規則第４号）で定める。

（履修手続）

第５条 学生は，毎学期所定の期日までに履修しようとする授業科目を，所定の方法により登録しなければならない。

（単位の認定）

第６条 単位の認定は，鳥取大学単位認定規則（平成５年鳥取大学規則第２号。以下「単位認定規則」という。）に

基づき行う。

（試験）

第７条 定期試験は，原則として学期末に行う。ただし，レポート試験，実技試験等を行う場合には，定期試験を

行わないことがある。

２ 追試験は，単位認定規則第５条に該当する者について行う。

３ 再試験は，当該学部の定める年次に，所定の要件を満たした者に対し，当該年度に受験した授業科目に限り行う

ことができる。

（既修得単位等の認定）

第８条 学則第 条の規定による本学に入学前の既修得単位 全学共通科目及び一般教養科目に相当する授業科目に

限る。 の認定は，必要に応じ教育センター 以下「センター」という。 の意見を聴して，当該学部教授会が行う。

（他大学等の授業科目履修及び大学以外の教育施設等における学修の単位認定）

第９条 学則第２９条の規定により他の大学又は外国の大学において履修した授業科目についての単位の認定及び学

則第３０条の規定により文部科学大臣が別に定める学修を行ったときの単位の認定は，センターからの審査結果の

通知に基づき，当該学部教授会が行う。

２ 前項の審査方法等については，センター長が別に定める。

（雑則）

第１０条 この規則に定めるもののほか，全学共通科目の履修方法等に関し必要な事項は，教育支援委員会の議を経

て，センター長が別に定める。

【参 考】

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，在学生は入学年度の規則を適用する。
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13．鳥取大学単位認定規則 

 

（趣旨）

第１条 この規則は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下「学則」という。）第２

５条の規定に基づき，必要な事項を定めるものとする。

（授業時間数） 
第２条 学則第２４条に定める開設授業科目の単位認定にあたっては，１単位の授業科目を４５時間の

学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，１単位の授業時間は，次のとおりとする。

一 講義 １５時間

二 演習及び全学共通科目の実技 ３０時間

三 実験，実習及び実技（全学共通科目の実技を除く。） ４５時間

２ 前項の規定にかかわらず，１単位の授業時間について，各学部において必要と認める場合には，大

学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２１条第２項に定めるところにより，当該学部におい

て別に定めることができる。

３ 各学部が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合については，その組み合わせに応じ，前２項に定める授業の時間を考慮するものとする。

（出席時間数）

第３条 出席時間数が前条第１項及び第２項の規定の５分の４に満たない者については，単位の認定を

行わない。ただし，特にやむを得ない事情があると認められた者については，例外的に同項の規定の

５分の３以上出席した者についても，単位の認定を行うことができる。 
（単位の認定） 

第４条 一の授業科目を履修した学生に対しては，試験（論文及びレポート等を含む。）の上，次条に

規定する成績の評価に基づき，単位を認定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文及び卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を

評価して，各学部規則の定めるところにより単位を認定するものとする。

（成績の評価）

第５条 成績の評価は，１００点満点で採点して６０点以上を合格とする。

２ 成績は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆをもって表し，Ａは９０点以上，Ｂは８０点～８９点，Ｃは７０点～

７９点，Ｄは６０点～６９点，Ｆは５９点以下とする。

３ 前２項の規定にかかわらず，学部で指定する科目については，合否で判定し，合はＳ，否はＦをも

って表すものとする。

（追試験）

第６条 追試験は，第３条の条件を満たした者で病気その他特別の事情により試験を受けなかった者に

ついて行う。

（受験不正行為による単位不認定）

第７条 試験（論文及びレポートを含む。）において不正行為を行った場合は，当該期の単位はすべて

認めない。

（授業料未納により除籍された者の単位不認定）  
第８条 学則第８１条第３項の規定により除籍された者については，授業料未納期間にかかる単位は認

定しない。

 
附 則 

  この規則は，平成２１年４月１日から施行する。

14．鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程 

                                                            
（趣旨）

第１条 この規程は，鳥取大学全学共通科目履修規則（平成５年鳥取大学規則第３号）第４条第２項

の規定に基づき，海外実践教育の授業科目の履修について，特例を定めるものとする。

授業科目及び単位数

第２条 海外実践教育に関する授業科目及び単位数は次のとおりとし，授業科目の名称には，教育プ

ログラムの内容（国名，連携大学名等）を付記する。

授 業 科 目 単位数

語学 海外語学学修Ａ

海外語学学修Ｂ

１

２

語学以外の学修 海外実践学修Ａ

海外実践学修Ｂ

海外実践学修Ｃ

海外実践学修Ｄ

海外実践学修Ｅ

１

２

３

４

５

２ 前項に掲げる授業科目及び単位数は，教育センター，国際交流センター等において連携大学等と

の協議のうえ，教育支援委員会で決定する。

履修手続き及び単位認定の申請

第３条 前条に掲げる授業科目の履修及び次条に掲げる単位認定を希望する学生は，留学前に所定の

様式を所属学部長へ提出するものとする。

単位の認定

第４条 学生が第２条に掲げる授業科目を履修し修得した単位は，各学部において全学共通科目又は

専門科目 農学部共同獣医学科にあっては一般教養科目及び専門教育科目 の単位として認定するこ

とができる。

【参 考】

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。
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13．鳥取大学単位認定規則 

 

（趣旨）

第１条 この規則は，鳥取大学学則（平成１６年鳥取大学規則第５５号。以下「学則」という。）第２

５条の規定に基づき，必要な事項を定めるものとする。

（授業時間数） 
第２条 学則第２４条に定める開設授業科目の単位認定にあたっては，１単位の授業科目を４５時間の

学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし，１単位の授業時間は，次のとおりとする。

一 講義 １５時間

二 演習及び全学共通科目の実技 ３０時間

三 実験，実習及び実技（全学共通科目の実技を除く。） ４５時間

２ 前項の規定にかかわらず，１単位の授業時間について，各学部において必要と認める場合には，大

学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２１条第２項に定めるところにより，当該学部におい

て別に定めることができる。

３ 各学部が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合については，その組み合わせに応じ，前２項に定める授業の時間を考慮するものとする。

（出席時間数）

第３条 出席時間数が前条第１項及び第２項の規定の５分の４に満たない者については，単位の認定を

行わない。ただし，特にやむを得ない事情があると認められた者については，例外的に同項の規定の

５分の３以上出席した者についても，単位の認定を行うことができる。 
（単位の認定） 

第４条 一の授業科目を履修した学生に対しては，試験（論文及びレポート等を含む。）の上，次条に

規定する成績の評価に基づき，単位を認定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文及び卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を

評価して，各学部規則の定めるところにより単位を認定するものとする。

（成績の評価）

第５条 成績の評価は，１００点満点で採点して６０点以上を合格とする。

２ 成績は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆをもって表し，Ａは９０点以上，Ｂは８０点～８９点，Ｃは７０点～

７９点，Ｄは６０点～６９点，Ｆは５９点以下とする。

３ 前２項の規定にかかわらず，学部で指定する科目については，合否で判定し，合はＳ，否はＦをも

って表すものとする。

（追試験）

第６条 追試験は，第３条の条件を満たした者で病気その他特別の事情により試験を受けなかった者に

ついて行う。

（受験不正行為による単位不認定）

第７条 試験（論文及びレポートを含む。）において不正行為を行った場合は，当該期の単位はすべて

認めない。

（授業料未納により除籍された者の単位不認定）  
第８条 学則第８１条第３項の規定により除籍された者については，授業料未納期間にかかる単位は認

定しない。

 
附 則 

  この規則は，平成２１年４月１日から施行する。

14．鳥取大学における海外実践教育科目の特例に関する規程 

                                                            
（趣旨）

第１条 この規程は，鳥取大学全学共通科目履修規則（平成５年鳥取大学規則第３号）第４条第２項

の規定に基づき，海外実践教育の授業科目の履修について，特例を定めるものとする。

授業科目及び単位数

第２条 海外実践教育に関する授業科目及び単位数は次のとおりとし，授業科目の名称には，教育プ

ログラムの内容（国名，連携大学名等）を付記する。

授 業 科 目 単位数

語学 海外語学学修Ａ

海外語学学修Ｂ

１

２

語学以外の学修 海外実践学修Ａ

海外実践学修Ｂ

海外実践学修Ｃ

海外実践学修Ｄ

海外実践学修Ｅ

１

２

３

４

５

２ 前項に掲げる授業科目及び単位数は，教育センター，国際交流センター等において連携大学等と

の協議のうえ，教育支援委員会で決定する。

履修手続き及び単位認定の申請

第３条 前条に掲げる授業科目の履修及び次条に掲げる単位認定を希望する学生は，留学前に所定の

様式を所属学部長へ提出するものとする。

単位の認定

第４条 学生が第２条に掲げる授業科目を履修し修得した単位は，各学部において全学共通科目又は

専門科目 農学部共同獣医学科にあっては一般教養科目及び専門教育科目 の単位として認定するこ

とができる。

【参 考】

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。
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15．鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程 

（趣旨）

第１条 この規程は，鳥取大学全学共通科目履修規則（平成５年鳥取大学規則第３号）第４条第１項

の規定に基づき，外国人留学生（以下「留学生」という。）の授業科目の取扱いについて特例を定

めるものとする。

（授業科目及び単位数）

第２条 留学生に開設する日本語・日本事情に関する授業科目及び単位数は，次のとおりとする。

授 業 科 目
単 位 数

前 期 後 期

日本語実践Ⅰ

日本語実践Ⅱ

日本語の表現技法Ⅰ

日本語の表現技法Ⅱ

学部留学生のための日本語Ⅰ

学部留学生のための日本語Ⅱ

日本文化事情Ⅰ

日本文化事情Ⅱ

日本社会事情Ⅰ

日本社会事情Ⅱ 

１

１

１

２

２

１

１

１

２

２

（単位の認定）

第３条 留学生が前条に掲げる授業科目を履修し修得した単位は，各学部において定める修得すべき

単位数のうち１２単位を超えない範囲内において，次に掲げる単位として認定することができる。

一 教養科目（農学部共同獣医学科にあっては人文・社会科学科目群及び複合領域科目群）につ

いては， ８単位までを「日本文化事情」及び「日本社会事情」の単位

二 外国語科目 農学部共同獣医学科にあっては外国語科目群 については，６単位までを「日本

語実践」，「日本語の表現技法」及び「学部留学生のための日本語」の単位

単位認定の申請

第４条 前条に掲げる単位の認定を受けようとする留学生は，所定の様式を所属学部長へ提出するも

のとする。

２ 前項の申請期間は，各学期の末日までとする。

【参 考】

この規則は，令和２年４月１日から施行する。
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15．鳥取大学における外国人留学生に対する授業科目等の特例に関する規程 

（趣旨）

第１条 この規程は，鳥取大学全学共通科目履修規則（平成５年鳥取大学規則第３号）第４条第１項

の規定に基づき，外国人留学生（以下「留学生」という。）の授業科目の取扱いについて特例を定

めるものとする。

（授業科目及び単位数）

第２条 留学生に開設する日本語・日本事情に関する授業科目及び単位数は，次のとおりとする。

授 業 科 目
単 位 数

前 期 後 期

日本語実践Ⅰ

日本語実践Ⅱ

日本語の表現技法Ⅰ

日本語の表現技法Ⅱ

学部留学生のための日本語Ⅰ

学部留学生のための日本語Ⅱ

日本文化事情Ⅰ

日本文化事情Ⅱ

日本社会事情Ⅰ

日本社会事情Ⅱ 

１

１

１

２

２

１

１

１

２

２

（単位の認定）

第３条 留学生が前条に掲げる授業科目を履修し修得した単位は，各学部において定める修得すべき

単位数のうち１２単位を超えない範囲内において，次に掲げる単位として認定することができる。

一 教養科目（農学部共同獣医学科にあっては人文・社会科学科目群及び複合領域科目群）につ

いては， ８単位までを「日本文化事情」及び「日本社会事情」の単位

二 外国語科目 農学部共同獣医学科にあっては外国語科目群 については，６単位までを「日本

語実践」，「日本語の表現技法」及び「学部留学生のための日本語」の単位

単位認定の申請

第４条 前条に掲げる単位の認定を受けようとする留学生は，所定の様式を所属学部長へ提出するも

のとする。

２ 前項の申請期間は，各学期の末日までとする。

【参 考】

この規則は，令和２年４月１日から施行する。

16．気象警報発令に伴う授業及び定期試験の取扱いについて 

平成２ １ 年１ ２ 月１ ８ 日

第６回教育支援委員会承認

気象警報発令に伴う授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の取扱いは下記のとおりとする。

１．授業等の取扱い

（１）特別警報（波浪特別警報を除く。）が、鳥取市北部（米子キャンパスにあっては米子市）に午

前７時時点で発令されている場合は午前（１時限及び２時限）の授業等を休講とし、午前１１時

時点で発令されている場合は午後（３時限、４時限及び５時限）の授業等を休講とする。

（２）警報（暴風、大雨、洪水、大雪、暴風雪）発令に伴う授業及び定期試験（以下「授業等」とい

う。）の取扱いは、次の基準に基づき、教育担当理事（米子キャンパスにあっては医学部長）が

判断する。

１）鳥取市北部（米子キャンパスにあっては米子市）に午前７時時点で警報が発令されており、

かつ、公共交通機関（鳥取駅、米子キャンパスにあっては米子駅発着のＪＲ）が運休している

場合には、午前（１時限及び２時限）の授業等を休講する。

２）鳥取市北部（米子キャンパスにあっては米子市）に午前１１時時点で警報が発令されており、

かつ、公共交通機関（鳥取駅、米子キャンパスにあっては米子駅発着のＪＲ）が運休している

場合には、午後（３時限、４時限及び５時限）の授業等を休講とする。

（３）上記以外で特に安全確保が必要と認められる場合は、授業等を休講とする。

（４）休講に伴う補講は、原則として各学期に設定する予備日に実施するものとする。

２．周知の方法

（１）鳥取大学のホームページ及び学務支援システムのお知らせ欄に次のとおり掲載する。

午前の授業 午前 ７時３０分までに掲載

午後の授業 午前１１時３０分までに掲載

（２）学生部から各学部へ連絡し、各学部は掲示等により周知する。

（３）非常勤講師については、必要に応じて各学部及び学生部からメール及び電話等により速やかに

周知する。

３．悪天候により通学困難な場合の取扱い

授業等を休講しない場合において、公共交通機関が運休する等のやむをえない事情により学生が

授業等を欠席又は遅刻した場合は、授業担当教員は当該学生に対し、不利益を与えないよう配慮す

るものとする。

付記

（１） この取扱いは、平成２１年１２月１８日から適用する。

（２）「台風の来襲に伴う授業及び定期試験の取扱いについて」は、廃止する。

（３）この取扱いは、平成２７年１０月１日から適用する。

ただし、平成２７年度後期の予備日については、必要に応じ、教育担当理事（米子キャンパス

にあっては医学部長）が設定する。

（４）この取扱いは、平成２７年１２月２５日から適用する。

【参 考】   
インターネットで警報を確認できます。 

気象庁：防災気象情報の気象警報・注意報   『http://www.jma.go.jp/jma/index.html』

  鳥取大学ホームページ 『http://www.tottori-u.ac.jp』 
『在学生の方へ』 を開いて確認して下さい。
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17．試験における注意事項 

受験心得について

１． 履修科目を登録した者以外は受験できない。

２． 試験室においては，静粛にし，試験監督者の指示に従うこと。

３． 特に指定された場合を除き，３人用机には両端に，２人用机には１人着席のこと。４人用以

上の机には１人分の間をおくこと。

４． 受験時には学生証を持参し，必ず机上に置くこと。

忘れた場合は，所属学部教務係（医学部１年次は教育センター）に申し出て，仮身分証明書

の交付を受け，必ず机上に置くこと又は試験監督者に申し出て指示を受けること。

５． 机の上には，筆記用具，消しゴム，時計（計時機能だけのものに限る。）以外の携行品を置

くことはできない。筆箱等は，かばん等に入れて，足下に置くこと。

ただし，持ち込みが許可されているものについては，この限りではない。

６． 携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末等は，電源を切り，かばん等に入れて足下に

置くこと。

７． 試験時間中の物品の貸借は認めない。

８． 試験開始時刻に遅れた者は，監督者に申し出て指示を受けること。

９． 監督者から特別の指示がある場合を除き，原則として，試験開始後３０分を経過しなければ

退室を認めない。

１０．質問がある場合及び体調不良等やむを得ない場合は，手を挙げて監督者の指示に従うこと。

答案記入上の注意事項について

１． 答案は，鉛筆，シャープペンシル，ボールペン又は万年筆で記入すること。

２． 学生番号，氏名等の必要事項は必ず記入すること。

３． 配布された答案用紙に解答を書ききれない場合は，手を挙げて監督者の指示に従うこと。

不正行為について

不正行為を行った者に対しては，当該期のすべての単位は認められない。

また，履修登録したものであるので，ＧＰＡ算出の履修登録単位数に算入する。
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17．試験における注意事項 

受験心得について

１． 履修科目を登録した者以外は受験できない。

２． 試験室においては，静粛にし，試験監督者の指示に従うこと。

３． 特に指定された場合を除き，３人用机には両端に，２人用机には１人着席のこと。４人用以

上の机には１人分の間をおくこと。

４． 受験時には学生証を持参し，必ず机上に置くこと。

忘れた場合は，所属学部教務係（医学部１年次は教育センター）に申し出て，仮身分証明書

の交付を受け，必ず机上に置くこと又は試験監督者に申し出て指示を受けること。

５． 机の上には，筆記用具，消しゴム，時計（計時機能だけのものに限る。）以外の携行品を置

くことはできない。筆箱等は，かばん等に入れて，足下に置くこと。

ただし，持ち込みが許可されているものについては，この限りではない。

６． 携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末等は，電源を切り，かばん等に入れて足下に

置くこと。

７． 試験時間中の物品の貸借は認めない。

８． 試験開始時刻に遅れた者は，監督者に申し出て指示を受けること。

９． 監督者から特別の指示がある場合を除き，原則として，試験開始後３０分を経過しなければ

退室を認めない。

１０．質問がある場合及び体調不良等やむを得ない場合は，手を挙げて監督者の指示に従うこと。

答案記入上の注意事項について

１． 答案は，鉛筆，シャープペンシル，ボールペン又は万年筆で記入すること。

２． 学生番号，氏名等の必要事項は必ず記入すること。

３． 配布された答案用紙に解答を書ききれない場合は，手を挙げて監督者の指示に従うこと。

不正行為について

不正行為を行った者に対しては，当該期のすべての単位は認められない。

また，履修登録したものであるので，ＧＰＡ算出の履修登録単位数に算入する。

．学生が学校保健安全法に基づく出席停止となり授業に出席できない場合の

取扱いについて

本学学生が、学校保健安全法施行規則第１８条に定める感染症にかかった場合、又はかかった疑いがある場合、

学校保健安全法第１９条に基づき、学内感染及び感染拡大防止のため、出席停止の取り扱いとします。

該当する学生は、まず所属学部教務係へ連絡をした上で、医師の指示に従い、治療に専念してください。

なお、回復して授業に出席する場合には、「学校保健安全法施行規則第１８条に定める感染症届出書」に医師

の診断書（出席停止期間が明記されたもの）若しくは本学所定の治癒証明書を添えて、所属学部教務係へ提出し

てください。

出席停止となった期間に出席できなかった授業については、履修上不利とならないよう配慮しますので、担当

教員に直接確認してください。

○学校保健安全法施行規則に定める感染症の種類と出席停止期間

分類 病名 出席停止の基準

第 種

エボラ出血熱、クリミア・コン

ゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、

ペスト、マールブルグ熱、ラッ

サ熱、 ジフテリア、重症急性呼

吸器症候群（ ）、急性灰白

髄炎（ポリオ）、鳥インフルエ

ンザ（ ）

治癒するまで

第 種

インフルエンザ 発症後 日、かつ、解熱後 日（幼児 日）が経過するまで

百日咳
特有の咳が消失するまで、または、 日間の適正な抗菌剤による

治療が終了するまで

麻しん（はしか） 解熱した後 日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 日間を経過し、

かつ、全身状態が良好となるまで

風しん 発疹が消失するまで

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱 主要症状が消失した後 日を経過するまで

結核、髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

第 種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血

性大腸菌感染症、腸チフス、

パラチフス、流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎

症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

そ

の

他

の

感

染

症

溶連菌感染症
適正な抗菌剤治療開始後 時間を経て全身状態が良ければ登校

可能

ウイルス性肝炎
型・ 型：肝機能正常化後登校可能

型・ 型：出席停止不要

手足口病
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期

は全身状態が改善すれば登校可

伝染性紅斑 発疹（リンゴ病）のみで全身状態が良ければ登校可能

ヘルパンギーナ
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期

は全身状態が改善すれば登校可

マイコプラズマ感染症 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能

感染性胃腸炎（流行性嘔吐

下痢症）
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能

アタマジラミ 出席可能（タオル、櫛、ブラシの共用は避ける）

伝染性軟属腫（水いぼ） 出席可能（多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける）

伝染性膿痂疹（とびひ） 出席可能（プール、入浴は避ける）

＊出席停止期間の基準は上記のとおりですが、症状により個人差がありますので医師の指示に従ってください。

＊感染を防止するため、出席停止期間中は、友人等との接触は避けてください。
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附録

Ⅱ．諸資格取得のための履修方法

１．学校図書館司書教諭の資格

２．社会教育主事の任用資格及び社会教育士

３．社会福祉主事の任用資格

４．学芸員の任用資格

５．日本語教員の任用資格

６．保育士資格



【教員免許状を含めて，諸資格の組み合わせによっては，取得できないものもあります】

１．学校図書館司書教諭の資格

学校図書館司書教諭は，小，中，高等学校，特別支援学校の学校図書館において，図書視聴覚教育資料その

他学校教育に必要な資料を収集，整理，保存し，これを児童生徒及び教員に利用させ，学校の教育課程の展開

に寄与するとともに児童生徒の健全な育成を図る専門職員である。

学校図書館司書教諭の資格は，教育職員免許法（昭和 年法律 号）に定める小学校・中学校・高等学校

又は特別支援学校の教諭の普通免許状を取得し，学校図書館司書教諭講習規程により講習を受け，所定の科目

の単位を修得することによって講習修了証書が授与され，取得することができる。

この講習については，毎年官報で公示されるが，本学在学中に当該科目を履修し，所定の単位を修得した者

は，上記講習を開設する大学に受講登録等の手続きをすれば，講習には出席せずに修了証書が授与される。

学校図書館司書教諭の資格に必要な科目・単位は次表のとおりである。

学校図書館法施行規則で定める

科目及び単位数

左に該当する授業科目

及び単位数

履 修 区 分

必 修 選 択

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２ ２

学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２ ２

学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２ ２

読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２ ２

情報メディアの活用 ２ 図書メディアの活用 ２ ２

合 計 １０ 合 計 １０

２． 社会教育主事の任用資格及び社会教育士

社会教育主事は，都道府県及び市町村の教育委員会に置かれ，社会教育活動を行うものに，専門的，技術的

な助言と指導を与える専門職員である。

社会教育主事の任用資格は，社会教育法第９条の４第３号により大学に２年以上在学して，６２単位以上を

修得し，かつ大学において文科省令で定める社会教育に対する科目の単位を修得した者で，１年以上社会教育

主事補の職にあれば得ることができる。また，社会教育主事講習等規程第１１条第３項により，修得すべき科

目の単位を全て修得した場合，社会教育士（養成課程）と称することができる。社会教育士はＮＰＯや企業等

と連携や協働して，環境や福祉，まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて，人づく

りや地域づくりに携わっていくことや、社会教育行政の連携体制の構築に寄与することなどが期待される。

資格に必要な科目とその単位は，社会教育主事講習等規程第１１条第１項に規定されており，本学部におけ

る単位の修得方法は次表のとおりである。

社会教育法施行令で定める

科 目 及 び 単 位 数
左に該当する授業科目及び単位数

履 修 区 分

必 修 選 択

生涯学習概論 ４ 生涯学習論

生涯発達論

２

２

２

２

生涯学習支援論 ４ 学習社会論

学習科学論

２

２

２

２

社会教育経営論 ４ 地域教育計画論

創造地域論

コミュニティ創造支援論

２

２

２

２

社会教育特講 ８ 地域社会論

地域計画論

社会福祉

企業と地域

地域経済論

住民組織論

多文化共生社会論

ジェンダーと法

家族支援論

障害児教育学総論

児童福祉論

健康スポーツ学習の基礎Ⅰ（演習）

人権教育論

社会的養護

地域教育政策論

生徒指導・進路指導論

グローバリゼーション論

芸術文化形成論

現代文化社会論

アートマネジメント論

ダンスと多文化コミュニティ

歴史・文化遺産論

文化施設マネジメント論

視覚メディアと多文化コミュニティ

国際交流と異文化理解

博物館概論

教育社会学（全学共通科目）

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

計８

以上

社会教育実習 １ 社会教育実習 １ １

社会教育演習

社会教育実習

社会教育課程研究

のうち一以上の科目

３ 地域調査プロジェクト ４ ４

合 計 ２４ 合 計 ７２ １５ １０

いずれか

２
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【教員免許状を含めて，諸資格の組み合わせによっては，取得できないものもあります】

１．学校図書館司書教諭の資格

学校図書館司書教諭は，小，中，高等学校，特別支援学校の学校図書館において，図書視聴覚教育資料その

他学校教育に必要な資料を収集，整理，保存し，これを児童生徒及び教員に利用させ，学校の教育課程の展開

に寄与するとともに児童生徒の健全な育成を図る専門職員である。

学校図書館司書教諭の資格は，教育職員免許法（昭和 年法律 号）に定める小学校・中学校・高等学校

又は特別支援学校の教諭の普通免許状を取得し，学校図書館司書教諭講習規程により講習を受け，所定の科目

の単位を修得することによって講習修了証書が授与され，取得することができる。

この講習については，毎年官報で公示されるが，本学在学中に当該科目を履修し，所定の単位を修得した者

は，上記講習を開設する大学に受講登録等の手続きをすれば，講習には出席せずに修了証書が授与される。

学校図書館司書教諭の資格に必要な科目・単位は次表のとおりである。

学校図書館法施行規則で定める

科目及び単位数

左に該当する授業科目

及び単位数

履 修 区 分

必 修 選 択

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２ ２

学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２ ２

学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２ ２

読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２ ２

情報メディアの活用 ２ 図書メディアの活用 ２ ２

合 計 １０ 合 計 １０

２． 社会教育主事の任用資格及び社会教育士

社会教育主事は，都道府県及び市町村の教育委員会に置かれ，社会教育活動を行うものに，専門的，技術的

な助言と指導を与える専門職員である。

社会教育主事の任用資格は，社会教育法第９条の４第３号により大学に２年以上在学して，６２単位以上を

修得し，かつ大学において文科省令で定める社会教育に対する科目の単位を修得した者で，１年以上社会教育

主事補の職にあれば得ることができる。また，社会教育主事講習等規程第１１条第３項により，修得すべき科

目の単位を全て修得した場合，社会教育士（養成課程）と称することができる。社会教育士はＮＰＯや企業等

と連携や協働して，環境や福祉，まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて，人づく

りや地域づくりに携わっていくことや、社会教育行政の連携体制の構築に寄与することなどが期待される。

資格に必要な科目とその単位は，社会教育主事講習等規程第１１条第１項に規定されており，本学部におけ

る単位の修得方法は次表のとおりである。

社会教育法施行令で定める

科 目 及 び 単 位 数
左に該当する授業科目及び単位数

履 修 区 分

必 修 選 択

生涯学習概論 ４ 生涯学習論

生涯発達論

２

２

２

２

生涯学習支援論 ４ 学習社会論

学習科学論

２

２

２

２

社会教育経営論 ４ 地域教育計画論

創造地域論

コミュニティ創造支援論

２

２

２

２

社会教育特講 ８ 地域社会論

地域計画論

社会福祉

企業と地域

地域経済論

住民組織論

多文化共生社会論

ジェンダーと法

家族支援論

障害児教育学総論

児童福祉論

健康スポーツ学習の基礎Ⅰ（演習）

人権教育論

社会的養護

地域教育政策論

生徒指導・進路指導論

グローバリゼーション論

芸術文化形成論

現代文化社会論

アートマネジメント論

ダンスと多文化コミュニティ

歴史・文化遺産論

文化施設マネジメント論

視覚メディアと多文化コミュニティ

国際交流と異文化理解

博物館概論

教育社会学（全学共通科目）

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

計８

以上

社会教育実習 １ 社会教育実習 １ １

社会教育演習

社会教育実習

社会教育課程研究

のうち一以上の科目

３ 地域調査プロジェクト ４ ４

合 計 ２４ 合 計 ７２ １５ １０

いずれか

２
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３．社会福祉主事の任用資格

社会福祉主事は，福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格（任用資格）であり，社会福祉施

設職員等の任用においても準用される。社会福祉主事資格を必要とする職種は次のとおりである。

所属機関 職          種

行政 福祉事務所 現業員，査察指導員，老人福祉指導主事，家庭児童福祉主事［児童福祉事業従事２

年以上等］，家庭相談員［児童福祉事業従事２年以上等］，母子相談員

各種相談所 知的障害者福祉司［知的障害者福祉事業従事２年以上等］，身体障害者福祉司  ［身

体障害者福祉事業従事２年以上等］

児童福祉司［児童福祉事業従事２年以上等］

社会福祉施設 施設長，生活指導員 等

[ ]内は，社会福祉主事任用資格に加えて必要な要件

本学部において社会福祉主事の任用資格を得る要件は，社会福祉法第 19 条に基づき厚生労働大臣が指定す

る社会福祉に関する科目を 3 科目以上修めて卒業することであるが，本学においては，「社会福祉法第 19 条

第 1 項第 1 号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読み替え等について（平成 12 年厚生

省社会・援護局長通知第 2073 号）」の規定によって指定科目に相当する授業科目は以下のとおりとなり，そ

のうち 3 科目以上の単位を履修することが要件となる。

厚生労働省が定める社会

福祉に関する科目

左記に対応する本学設置科目

社 会 福 祉 概 論 社会福祉（地域創造コース必修科目・２単位）

社 会 福 祉 行 政 論 福祉行財政（地域創造コース選択科目・２単位）

児 童 福 祉 論 児童福祉論（コース共通選択科目・２単位）

保 育 理 論 保育学原論（人間形成コース選択科目・２単位）

地 域 福 祉 論 地域福祉（地域創造コース選択科目・２単位）

行 政 法 行政法（地域創造コース選択科目・２単位）

経 済 学 経済学（全学共通科目基幹科目・２単位）

心 理 学 心理学（全学共通科目基幹科目・２単位）

教 育 学 教育学概論（全学共通科目基幹科目・２単位）

（参考）社会福祉主事の資格に関する指定科目

社会福祉概論，社会福祉事業史，社会福祉援助技術論，社会福祉調査論，社会福祉施設経営論，社会福祉

行政論，社会保障論，公的扶助論，児童福祉論，家庭福祉論，保育理論，身体障害者福祉論，知的障害者福

祉論，精神障害者保健福祉論，老人福祉論，医療社会事業論，地域福祉論，法学，民法，行政法，経済学，

社会政策，経済政策，心理学，社会学，教育学，倫理学，公衆衛生学，医学一般，リハビリテーション論，

看護学，介護概論，栄養学，家政学
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３．社会福祉主事の任用資格

社会福祉主事は，福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格（任用資格）であり，社会福祉施

設職員等の任用においても準用される。社会福祉主事資格を必要とする職種は次のとおりである。

所属機関 職          種

行政 福祉事務所 現業員，査察指導員，老人福祉指導主事，家庭児童福祉主事［児童福祉事業従事２

年以上等］，家庭相談員［児童福祉事業従事２年以上等］，母子相談員

各種相談所 知的障害者福祉司［知的障害者福祉事業従事２年以上等］，身体障害者福祉司  ［身

体障害者福祉事業従事２年以上等］

児童福祉司［児童福祉事業従事２年以上等］

社会福祉施設 施設長，生活指導員 等

[ ]内は，社会福祉主事任用資格に加えて必要な要件

本学部において社会福祉主事の任用資格を得る要件は，社会福祉法第 19 条に基づき厚生労働大臣が指定す

る社会福祉に関する科目を 3 科目以上修めて卒業することであるが，本学においては，「社会福祉法第 19 条

第 1 項第 1 号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読み替え等について（平成 12 年厚生

省社会・援護局長通知第 2073 号）」の規定によって指定科目に相当する授業科目は以下のとおりとなり，そ

のうち 3 科目以上の単位を履修することが要件となる。

厚生労働省が定める社会

福祉に関する科目

左記に対応する本学設置科目

社 会 福 祉 概 論 社会福祉（地域創造コース必修科目・２単位）

社 会 福 祉 行 政 論 福祉行財政（地域創造コース選択科目・２単位）

児 童 福 祉 論 児童福祉論（コース共通選択科目・２単位）

保 育 理 論 保育学原論（人間形成コース選択科目・２単位）

地 域 福 祉 論 地域福祉（地域創造コース選択科目・２単位）

行 政 法 行政法（地域創造コース選択科目・２単位）

経 済 学 経済学（全学共通科目基幹科目・２単位）

心 理 学 心理学（全学共通科目基幹科目・２単位）

教 育 学 教育学概論（全学共通科目基幹科目・２単位）

（参考）社会福祉主事の資格に関する指定科目

社会福祉概論，社会福祉事業史，社会福祉援助技術論，社会福祉調査論，社会福祉施設経営論，社会福祉

行政論，社会保障論，公的扶助論，児童福祉論，家庭福祉論，保育理論，身体障害者福祉論，知的障害者福

祉論，精神障害者保健福祉論，老人福祉論，医療社会事業論，地域福祉論，法学，民法，行政法，経済学，

社会政策，経済政策，心理学，社会学，教育学，倫理学，公衆衛生学，医学一般，リハビリテーション論，

看護学，介護概論，栄養学，家政学

４． 学芸員の任用資格

学芸員は，博物館の資料の収集，保管，展示及び調査研究その他これと関連する事業を取り扱う専門職員で

ある。

学芸員となるための資格は，博物館法第５条に規定されており，学士の称号を有し，文科省令に定める博物

館に関する科目の単位を修得することによっても得ることができる。

学芸員の資格に必要な科目とその単位は，同法施行規則第１条に規定されており，その科目・単位の本学部

における修得方法は次表のとおりである。

博物館法施行規則で定める

科 目 及 び 単 位 数
左に該当する授業科目及び単位数

生涯学習概論 ２ 生涯学習論 ２（必修）

博物館概論 ２ 博物館概論 ２（必修）

博物館経営論 ２ 文化施設マネジメント論 ２（必修）

博物館資料論 ２ 博物館資料論 ２（必修）

博物館資料保存論 ２ 歴史資料保存論 ２（必修）

博物館展示論 ２ 博物館展示論 ２（必修）

博物館教育論 ２ 環境教育論

博物館の活用と教育Ⅰ

２（必修）

１（必修）

博物館情報・メディア論 ２ 視覚メディアと多文化コミュニティ

博物館の活用と教育Ⅱ

２（必修）

１（必修）

博物館実習 ３ 博物館実習Ⅰ

博物館実習Ⅱ

博物館実習Ⅲ

１（必修）

１（必修）

１（必修）

合 計 １９ 合 計 ２１

１）博物館実習Ⅰ

学芸員の専門業務のうち，資料の収集，整理及び保管作業を中心に，学内及び資料の収集地等で実習

する。

２）博物館実習Ⅱ

学芸員の専門業務のうち，資料の調査・研究方法を学内において実習する。

以下の科目から１科目選択

・人文 歴史 系････専門ゼミⅠ（国際地域文化）（岸本），考古資料調査法（高田），

古環境調査法（中原）

・美 術 系････芸術学実践（筒井宏）

・自然 生物 系････※里山生態実習Ⅰ（分類・生態）（鶴崎・永松），（古環境調査法（中原））

・自然 地学 系････※流域システム演習Ⅰ（地理情報・地形）（長澤・小玉），

※流域システム演習Ⅱ（流域水文地質）（芳賀・菅森）

注） ※ の科目は農学部科目です。地域学部学生が受講する場合は、

「他学部履修願」の提出が必要となります。

３）博物館実習Ⅲ （履修条件あり。詳細は次項の履修要項を参照。）

博物館において夏季等休業期間中に博物館の専門業務について実習する。

実習予定者は，自らの専門や卒業研究に関連する分野の講義等を複数履修しておくこと。
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博物館実習Ⅲの履修要項

１．博物館概論，博物館展示論，歴史資料保存論，博物館実習Ⅰの７単位を修得している者でなければ，

履修することができない。

２．実習の実施は，３年次以上の長期休業中に出身校所在地の博物館等において１週間（４５時間以上）

履修しなければならない。

３．鳥取県出身者の場合は，主に鳥取県立博物館等において実習を行うことになるが，履修希望者の多い

場合は，調整することになる。

４．その他必要事項については，別に指示する。
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５．日本語教員の任用資格

日本語教員は，日本語を母語としない者に対し第二言語としての日本語教育を行う教員である。

本学部では，「日本語教育機関の告示基準」（法務省入国管理局平成 年 月 日策定）の第 条第 項第

号ロ及びその解釈指針において定められた日本語教員の要件に基づいて，以下の表の通り日本語教員資格に必要な

科目と単位の修得方法を定めている。

表に定められた単位を修得し，申し出をした者に対して証明書を発行する。

本学部において，日本語教員資格に必要として定めた科目と単位，単位の修得方法は次の通りである。

領 域 区分及び単位数 授 業 科 目 及 び 単 位 数
履修区分

必修 選択

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

社会・文化・

地域にかかわ

る領域

教育にかか

わる領域

言語にかか

わる領域

社会・文化・

地域

６ 多文化共生社会論

グローバリゼーション論

国際理解 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ Ⅰ 全学共通科目

国際理解 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ Ⅱ 全学共通科目

２

２

２

２

２

世界システム論

２０世紀史Ⅱ（全学共通科目）＊

西欧における宗教と社会

東アジア文化史

２

２

２

２

２

日本近代史

教育史

日本古典文学概論

日本近代文学

２

２

２

２

２

言語と社会 ６ 社会言語学入門 ２ ２

日本語と地域

言語哲学（全学共通科目）＊

国際交流と異文化理解

教育学概論（全学共通科目）

教育と社会

比較教育

２

２

２

２

２

２

４

言語と心理 ４ 認知心理学

心理学（全学共通科目）

発達と教育の心理学（全学共通科目）

生涯発達論

英語学習指導分析Ⅱ

２

２

２

２

２

４

言語と教育 外国語としての日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ＊

外国語としての日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ＊

外国語としての日本語教育の実践Ⅰ＊

外国語としての日本語教育の実践Ⅱ＊

２

２

２

２

２

２

２

２

英語学習の基礎

学習科学論

教育の課程と方法

教育評価

教育課程と教育方法

２

２

２

２

２

４

言語 ８ 日本語構造論（全学共通科目）＊

日本語記号論（全学共通科目）＊

２

２

２

２

日本語と文化

日本語と近代

日英語比較文法論

英語学概論

２

２

２

２

４

合 計 合 計 １４ ２２

＊は隔年開講。
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    地域学科人間形成コース幼児教育選修（定員１０名）に所属し，下に掲載する「保育士資格取得のための履修

　要項」に基づいて所定の単位を修得して卒業した者は，保育士登録事務処理センターで登録申請して都道府県知

　事より保育士証の交付を受けることにより，保育士資格を取得することができる。

 　 幼児教育選修志願票の提出期間及び選考に関する日程は，別途掲示により発表する。

１　 この要項は，鳥取大学地域学部履修規程第２条第４項の規定に基づき，保育士の資格取得を希望する者

   の履修方法について定めるものとする。

（単位の修得）

２　 保育士の資格取得を希望する地域学科人間形成コース幼児教育選修の学生は，別表第１から別表第３に

   基づき，所定の単位を修得しなければならない。

  附　則
この要項は，平成２２年４月１日から施行し，平成２２年４月１日以降の入学者から適用する。

大学入門ゼミ 講義 ２ 必修

情報リテラシ 講義 ２ 必修

憲法学 講義 ２

教育社会学 講義 ２ ６単位以上修得

コミュニケーション英語Ａ 演習 １ 必修

コミュニケーション英語Ｂ 演習 １ 必修

実践英語Ａ 演習 １ 必修

実践英語Ｂ 演習 １ 必修

総合英語Ⅰ 演習 １ 必修

総合英語Ⅱ 演習 １ 必修

スポーツ生理学入門 講義 ２

スポーツサイエンス入門 講義 ２

実技 １ 健康スポーツ科学実技 実技 １ 必修

　 いずれか
　 ２単位以上修得

設置単位数合計　１０単位以上 修得単位数合計　１５単位以上

授業
形態

単位
数

教

養

科

目

外国語，体育以外の科
目

不問 ６以上

外国語 演習 ２以上

体  育
講義 １

授業
形態

設置
単位
数

左に対応して開設されている教科
目

６．保育士資格

保育士資格取得のための履修要項

平 成 年 月 日

鳥 取 大 学 地 域 学 部 要 項

（趣旨）

（中　略）
　附　則

１.この要項は，令和２年４月１日から施行する。

２.令和２年３月３１日に在学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

別表第１

告示による教科目 本学における教科の開設状況等

備考
系列 教科目
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保育原理 講義 ２ 保育学原論 講義 ２ 必修

教育原理 講義 ２ 教育原論 講義 ２ 必修

子ども家庭福祉 講義 ２ 児童福祉論 講義 ２ 必修

社会福祉 講義 ２ 地域福祉 講義 ２ 必修

子ども家庭支援論 講義 ２ 家族支援論 講義 ２ 必修

社会的養護Ⅰ 講義 ２ 社会的養護 講義 ２ 必修

保育者論 講義 ２ 保育者論 講義 ２ 必修

保育の心理学 講義 ２ 教育心理学 講義 ２ 必修

子ども家庭支援の心理学 講義 ２ 保育心理学 講義 ２ 必修

子どもの理解と援助 演習 １ 子どもの理解と援助 演習 １ 必修

子どもの保健 講義 ２ 子どもの精神保健 講義 ２ 必修

子どもの食と栄養 演習 ２ 小児栄養（演） 演習 ２ 必修

保育の計画と評価 講義 ２ 保育のカリキュラムと方法 講義 ２ 必修

保育内容総論 演習 １ 保育内容総論 演習 １ 必修

保育内容（言葉）の理論と方法Ⅰ 演習 ２ 必修

保育内容（環境）の理論と方法Ⅰ 演習 ２ 必修

保育内容（人間関係）の理論と方法Ⅰ 演習 ２ 必修

音楽技能演習Ⅰ 演習 １ 必修

音楽技能演習Ⅱ 演習 １ 必修

造形技能演習 演習 ２ 必修

健康スポーツ学習の基礎Ⅰ（演習）演習 １ 必修

乳児保育Ⅰ 講義 ２ 乳児保育Ⅰ 講義 ２ 必修

乳児保育Ⅱ 演習 １ 乳児保育Ⅱ 演習 １ 必修

子どもの健康と安全 演習 １ 子どもの健康と安全 演習 １ 必修

障害児保育 演習 ２ 障害児の教育と保育 演習 ２ 必修

社会的養護Ⅱ 演習 １ 社会的養護内容（演） 演習 １ 必修

子育て支援 演習 １ 子育て支援 演習 １ 必修

保育実習Ⅰ 実習 ４ 保育実習Ⅰ 実習 ４ 必修

保育実習指導Ⅰ 演習 ２ 保育実習指導Ⅰ 演習 ２ 必修

総合演習 保育実践演習 演習 ２ 保育・教職実践演習 演習 ２ 必修

設置単位数合計　５１単位以上 修得単位数合計　５３単位以上

演習 ５

保育内容の理解と方法 演習 ４

告
示
別
表
第
１
に
よ
る
教
科
目

保育の本
質・目的
に関する
科目

保育の対
象の理解
に関する
科目

保育の内
容・方法
に関する
科目

保育内容演習

保育実習

別表第２

告示による教科目 本学における教科の開設状況等

備考
系列 教科目

授業
形態

設置
単位
数

左に対応して開設されている教科
目

授業
形態

単位
数
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人間と教育－教職入門－ 講義 ２

地域教育学入門 講義 ２

教育学概論 講義 ２

人権教育論 講義 ２

教育と社会 講義 ２

学習社会論 講義 ２

病弱児等の生理・病理・心理 講義 ２

発達心理学 講義 ２

認知心理学 講義 ２

幼児の理解と発達相談 講義 ２

知的障害児等の教育診断 講義 ２

知的障害児等の心理・生理・病理 講義 ２

保育内容（表現）の理論と方法Ⅰ 講義 ２

保育内容（健康）の理論と方法Ⅰ 講義 ２

保育内容（環境）の理論と方法Ⅱ 講義 ２

保育内容（人間関係）の理論と方法Ⅱ 講義 ２

保育内容（言葉）の理論と方法Ⅱ 講義 ２

保育内容（表現）の理論と方法Ⅱ 演習 ２

保育内容（健康）の理論と方法Ⅱ 演習 ２ １８単位以上修得

保育実習Ⅱ 実習 ２

保育実習Ⅲ 実習 ２

保育実習指導Ⅱ 演習 １

保育実習指導Ⅲ 演習 １

専門ゼミⅠ（人間形成）-保育 演習 ２

専門ゼミⅡ（人間形成）-保育 演習 ２

人間形成ゼミ　-保育 演習 ２

修得単位数合計　２１単位以上

保育士資格取得科目ではないが、学校独自の科目とし
て開設されている教科目

　いずれか
２単位修得

保育実習指導Ⅱ又は保
育実習指導Ⅲ

演習 １
　いずれか
１単位修得

告
示
別
表
第
２
に
よ
る
教
科
目

保育の本
質・目的
に関する
科目

各
指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
い
て
設
定

１５
以上

保育の対
象の理解
に関する
科目

保育の内
容・方法
に関する
科目

保育実習

保育実習Ⅱ又は保育実
習Ⅲ

実習 ２

告示による教科目 本学における教科の開設状況等

備考
系列 教科目

授業
形態

設置
単位
数

左に対応して開設されている教科
目

授業
形態

単位
数

別表第３

設置単位数合計　１８単位以上

附録 

Ⅲ．その他 
 

 １．地域学部教員名簿 

   ２．地域学部棟等配置図 
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人間と教育－教職入門－ 講義 ２

地域教育学入門 講義 ２

教育学概論 講義 ２

人権教育論 講義 ２

教育と社会 講義 ２

学習社会論 講義 ２

病弱児等の生理・病理・心理 講義 ２

発達心理学 講義 ２

認知心理学 講義 ２

幼児の理解と発達相談 講義 ２

知的障害児等の教育診断 講義 ２

知的障害児等の心理・生理・病理 講義 ２

保育内容（表現）の理論と方法Ⅰ 講義 ２

保育内容（健康）の理論と方法Ⅰ 講義 ２

保育内容（環境）の理論と方法Ⅱ 講義 ２

保育内容（人間関係）の理論と方法Ⅱ 講義 ２

保育内容（言葉）の理論と方法Ⅱ 講義 ２

保育内容（表現）の理論と方法Ⅱ 演習 ２

保育内容（健康）の理論と方法Ⅱ 演習 ２ １８単位以上修得

保育実習Ⅱ 実習 ２

保育実習Ⅲ 実習 ２

保育実習指導Ⅱ 演習 １

保育実習指導Ⅲ 演習 １

専門ゼミⅠ（人間形成）-保育 演習 ２

専門ゼミⅡ（人間形成）-保育 演習 ２

人間形成ゼミ　-保育 演習 ２

修得単位数合計　２１単位以上

保育士資格取得科目ではないが、学校独自の科目とし
て開設されている教科目

　いずれか
２単位修得

保育実習指導Ⅱ又は保
育実習指導Ⅲ

演習 １
　いずれか
１単位修得

告
示
別
表
第
２
に
よ
る
教
科
目

保育の本
質・目的
に関する
科目

各
指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
い
て
設
定

１５
以上

保育の対
象の理解
に関する
科目

保育の内
容・方法
に関する
科目

保育実習

保育実習Ⅱ又は保育実
習Ⅲ

実習 ２

告示による教科目 本学における教科の開設状況等

備考
系列 教科目

授業
形態

設置
単位
数

左に対応して開設されている教科
目

授業
形態

単位
数

別表第３

設置単位数合計　１８単位以上

附録 

Ⅲ．その他 
 

 １．地域学部教員名簿 

   ２．地域学部棟等配置図 



  地域学部教員名簿

    地域学部長 山 根 俊 喜

教務担当副学部長 岸 本 覚

教務部会長 岸 本 覚

学 級 教 員

地域創造コース 佐藤 匡

丸 祐一

人間形成コース 小林 勝年

関 耕二

国際地域文化コース 李 素妍

筒井 宏樹
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教 員 名 簿

地域学部 地域学科 令和２年４月１日現在

コ ー ス 職 名 氏 名 室番号

地域創造コース 教 授 小 野 達 也 ２１４０

教 授 多 田 憲一郎 ２２４０

教 授 筒 井 一 伸 ２２２０

教 授 藤 井 正 ２２１０

教 授 丸 祐 一 ２１９０

教 授 山 下 博 樹 ２２００

准教授 稲 津 秀 樹 ２４１０

准教授 大 元 鈴 子 ２１６０

准教授 佐 藤 匡 ２１５０

准教授 塩 沢 健 一 ２１８０

准教授 竹 内 潔 ３１７０

准教授 竹 川 俊 夫 ２２３０

准教授 馬 場 芳 ２２５０

准教授 村 田 周 祐 ２１７０

講 師 白 石 秀 壽 ２２６０

人間形成コース 教 授 小 林 勝 年 ４１８０

教 授 塩野谷 斉 ２５４０

教 授 住 川 英 明 ４１２０

教 授 高 橋 健 司 ４２８０

教 授 寺 川 志奈子 ４２５０

教 授 三 木 裕 和 ４２００

教 授 溝 口 達 也 ４１６０

教 授 矢 部 敏 昭 ４１５０

教 授 山 根 俊 喜 ４３２０

准教授 小笠原 拓 ４１３０

准教授 河 合 務 ４２１０

准教授 鈴 木 慎一朗 ４１７０

准教授 関 耕 二 ４１１０

准教授 武 田 信 吾 ２５６０

准教授 田 中 大 介 ４２４０

准教授 畑 千鶴乃 ２５２０

講 師 石 山 雄 貴 ４２２０

講 師 泉 直 志 ４１４０

講 師 福 山 寛 志 ２５３０

講 師 谷 中 久 和 ４２３０
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教 員 名 簿

地域学部 地域学科 令和２年４月１日現在

コ ー ス 職 名 氏 名 室番号

地域創造コース 教 授 小 野 達 也 ２１４０

教 授 多 田 憲一郎 ２２４０

教 授 筒 井 一 伸 ２２２０

教 授 藤 井 正 ２２１０

教 授 丸 祐 一 ２１９０

教 授 山 下 博 樹 ２２００

准教授 稲 津 秀 樹 ２４１０

准教授 大 元 鈴 子 ２１６０

准教授 佐 藤 匡 ２１５０

准教授 塩 沢 健 一 ２１８０

准教授 竹 内 潔 ３１７０

准教授 竹 川 俊 夫 ２２３０

准教授 馬 場 芳 ２２５０

准教授 村 田 周 祐 ２１７０

講 師 白 石 秀 壽 ２２６０

人間形成コース 教 授 小 林 勝 年 ４１８０

教 授 塩野谷 斉 ２５４０

教 授 住 川 英 明 ４１２０

教 授 高 橋 健 司 ４２８０

教 授 寺 川 志奈子 ４２５０

教 授 三 木 裕 和 ４２００

教 授 溝 口 達 也 ４１６０

教 授 矢 部 敏 昭 ４１５０

教 授 山 根 俊 喜 ４３２０

准教授 小笠原 拓 ４１３０

准教授 河 合 務 ４２１０

准教授 鈴 木 慎一朗 ４１７０

准教授 関 耕 二 ４１１０

准教授 武 田 信 吾 ２５６０

准教授 田 中 大 介 ４２４０

准教授 畑 千鶴乃 ２５２０

講 師 石 山 雄 貴 ４２２０

講 師 泉 直 志 ４１４０

講 師 福 山 寛 志 ２５３０

講 師 谷 中 久 和 ４２３０

学部外所属

所 属 職 名 氏 名 室番号

教員養成センター 准教授 石 本 雄 真 教 ２０５

准教授 大 谷 直 史 教 ２０３

准教授 柿 内 真 紀 教 ２０２

国際交流センター 教 授 池 田 玲 子 共

准教授 御 舘 久里恵 共

教育センター 教 授 福 安 勝 則 共

教 授 和 田 綾 子 共

准教授 武 田 元 有 共

工学部 准教授 浅 井 秀 子 工

農学部 教 授 小 玉 芳 敬 ３５３０

教 授 永 松 大 ４５３０

講 師 菅 森 義 晃 ３５６０

注）室番号の「教」は教員養成ｾﾝﾀｰ，「共」は共通教育棟，「工」は工学部棟を示す。

コ ー ス 職 名 氏 名 室番号

国際地域文化コース 教 授 榎 木 久 薫 ３２２０

教 授 川井田 祥 子 ２６８０

教 授 岸 本 覚 ３１９０

教 授 五 島 朋 子 ２５８０

教 授 高 田 健 一 ３５２０

教 授 内 藤 久 子 ３２５０

教 授 西 岡 千 秋 ２６９０

教 授 柳 原 邦 光 ３１３０

准教授 李 素 妍 ４５５０

准教授 茨 木 透 ３１６０

准教授 岡 村 知 子 ３２３０

准教授 久 保 堅 一 ３２００

准教授 筒 井 宏 樹 ２５９０

准教授 中 朋 美 ３１８０

准教授 中 尾 雅 之 ３２４０

准教授 中 原 計 ３５５０

准教授 長 柄 裕 美 ３２１０

准教授 柳 静 我 ３１２０

講 師 木 野 彩 子 ２７００

講 師 ｷﾞﾝﾅﾝ・ ・ｺｳｼﾞ ３１４０

講 師 佐々木 友 輔 ２６００
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